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第１章 鎌倉市障害者福祉計画の概要 
 

１ 計画の位置づけ 

 
「鎌倉市障害者福祉計画」は「鎌倉市障害者基本計画」と「鎌倉市障害福祉サービス計画」で構成

されています。 

「鎌倉市障害者基本計画」は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画です。障害

者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために国が策定

している「障害者基本計画」及び神奈川県の「かながわ障がい者計画」を基本とし、鎌倉市における

障害者のための施策に関する基本的な計画となります。福祉だけでなく、保健医療、教育、雇用・就

労など、広い分野にわたって本市の障害者施策の総合的な展開、推進を図るための計画に位置づ

けられます。 

「鎌倉市障害福祉サービス計画」は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく市町村障害福祉計

画及び児童福祉法第33条の20第１項に基づく市町村障害児福祉計画で構成されています。国の

定める基本指針に即した、障害福祉サービス及び障害児通所サービス等の提供体制の確保と業務

の円滑な実施に関する計画となります。「鎌倉市障害者基本計画」の中で、福祉・生活支援などの施

策となっている障害福祉サービス及び障害児通所サービス等の給付などに関して、具体的な成果

目標や見込量などを設定するものです。 

「鎌倉市障害者福祉計画」は、「第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画」「鎌倉市地域福祉計画」の

部門別計画として、「鎌倉市高齢者保健福祉計画」「鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン」「鎌倉市

健康づくり計画」「鎌倉市住宅マスタープラン」など、関連する他の行政計画とも連携しながら施策

の推進を図っていきます。 

 

 

  
鎌倉市共生社会の 
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２ 計画期間 

 

① 鎌倉市障害者基本計画 

「第 3 期鎌倉市障害者基本計画」は、平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度

（2023年度）までの 6年間を計画期間とします。 

 

② 鎌倉市障害福祉サービス計画・鎌倉市障害児福祉計画 

「鎌倉市障害福祉サービス計画」の計画期間は、国の基本指針において 3 年とされて

います。現行の「第５期鎌倉市障害福祉サービス計画」（第１期障害児福祉計画を含む）

は平成 30年度（2018年度）から令和２年度（2020年度）までを計画期間としてお

り、新たに策定する「第６期鎌倉市障害福祉サービス計画」（第２期障害児福祉計画を

含む）は、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）までを計画期間とし

ます。 

国の障害者福祉政策の大幅な見直し等が行われた場合には、計画期間中でも見直し

を行うこととします。 

 

 

平成 

30年度 

（2018年度） 

令和 

元年度 

（2019年度） 

令和 

２年度 

（2020年度） 

令和 

３年度 

（2021年度） 

令和 

４年度 

（2022年度） 

令和 

５年度 

（2023年度） 

鎌倉市 

障害者基本計画 
      

鎌倉市 

障害福祉サービス

計画 

   
 

  

鎌倉市 

障害児福祉計画 

      

 

第３期 

第５期 

第２期 第１期 

第６期 
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第２章 障害者の状況 
 

１ 障害者数 

  

2-1-1 障害者手帳所持者数の推移                       

  総人口 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 

保健福祉手帳 
合 計 

平成 29年度 

（2017年度） 
172,352人  

4,974人  

（2.88％） 

983人  

（0.57％） 

1,241人  

（0.72％） 

7,198人  

（4.17％） 

平成 30年度 

（2018年度） 
172,194人  

4,924人  

（2.86％） 

996人  

（0.58％） 

1,321人  

（0.77％） 

7,241人  

（4.21％） 

令和元年度 

（2019年度） 
172,321人  

4,935人  

（2.86％） 

1,028人  

（0.60％） 

1,397人  

（0.81％） 

7,360人  

（4.27％） 

令和２年度 

（2020年度） 
172,493人  

4,869人  

（2.82％）  

1,060人  

（0.61％）  

1,494人  

（0.86％） 

7,423人  

（4.30％） 

令和３年度 

（2021年度） 
172,932人  

4,740人 

（2.74％） 

1,082人  

（0.63％） 

1,571人  

（0.91％） 

7,393人 

（4.28%） 

上記年度期間の

増減率 
0.3%  ▲4.7%  10.1%  26.6%  2.7%  

（資料）障害福祉課                                             各年度４月１日現在 

※（ ）内の数値は、総人口に対する割合 

     精神障害者保健福祉手帳所持者数は、各前年度３月 31日現在 

 

＜総人口に占める割合の推移＞

2.88 2.86 2.86 2.82
2.74

0.57 0.58 0.60 0.61 0.63

0.72 0.77 0.81 0.86 0.91

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（%）

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健
福祉手帳

 

 
2-1-2 年齢区分別障害者手帳所持者数の状況 

  身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 

保健福祉手帳 
合 計 

18歳未満 

（構成比率） 

95人  

（2.0％） 

293人  

（27.1％） 

34人  

（2.1％） 

422人  

（5.7％） 

18～39歳 

（構成比率） 

159人  

（3.4％） 

436人  

（40.3％） 

389人  

（24.8％） 

984人  

（13.3％） 

40～64歳 

（構成比率） 

835人  

（17.6％） 

289人  

（26.7％） 

960人  

（61.1％） 

2,084人  

（28.2％） 

65歳以上 

（構成比率） 

3,651人  

（77.0％） 

64人  

（5.9％） 

188人  

（12.0％） 

3,903人  

（52.8％） 

合  計 

（構成比率） 

4,740人  

（100.0％） 

1,082人  

（100.0％） 

1,571人  

（100.0％） 

7,393人  

（100.0％） 

    （資料）神奈川県精神保健福祉センター、障害福祉課   令和３年（2021年）４月１日現在 

    ※ 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和３年（2021年）３月 31日現在 

    ※ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の年齢区分は、「19歳以下」「20～39歳」「40～64歳」「65歳以上」 
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２ 身体障害者の状況 
 

2-2-1 障害等級別の身体障害者手帳所持者数の推移 

  1級 2級 3級 4級 5級 6級 合 計 

平成 29年度 

（2017年度） 

（構成比率） 

1,918人  

（38.6％） 

720人  

（14.5％） 

702人  

（14.1％） 

1,138人  

（22.9％） 

211人  

（4.2％） 

285人  

（5.7％） 

4,974人  

（100.0％） 

平成 30年度 

（2018年度） 

（構成比率） 

1,858人  

（37.7％） 

733人  

（14.9％） 

685人  

（13.9％） 

1,127人  

（22.9％） 

215人  

（4.4％） 

306人  

（6.2％） 

4,924人  

（100.0％） 

令和元年度 

（2019年度） 

（構成比率） 

1,849人  

（37.5％） 

736人  

（14.9％） 

683人  

（13.9％） 

1,131人  

（22.9％） 

219人  

（4.4％） 

317人  

（6.4％） 

4,935人  

（100.0％） 

令和２年度 

（2020年度） 

（構成比率） 

1,803人  

（37.0％） 

715人  

（14.7％） 

695人  

（14.3％） 

1,126人  

（23.1％） 

210人  

（4.3％） 

320人  

（6.6％）  

4,869人  

（100.0％） 

令和３年度 

（2021年度） 

（構成比率） 

 

前年度比 

1,772人  

（37.4％） 

 

98.3％  

687人  

（14.5％） 

 

96.1％  

662人  

（13.9％） 

 

95.3％  

1,105人  

（23.3％） 

 

98.1％  

207人  

（4.4％） 

 

98.6％  

307人  

（6.5％） 

 

95.9％  

4,740人  

（100.0％） 

 

97.4％  

上記年度期間

の増減率 
▲0.8%  ▲4.6%  ▲5.7%  ▲2.9%  ▲1.9% 7.7%  ▲4.7%  

（資料）障害福祉課                                                各年度４月１日現在 

※ １級（重度）⇔ 6級（軽度） 

 
 

＜障害等級別の身体障害者手帳所持者数の推移＞

1,7721,803

1,8491,858

1,918

687715736733720

662695683
685702

1,1051,1261,1311,1271,138

207210219215211

285
306 317 320 307

0

500

1,000

1,500

2,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（人）

１級

２級

３級

４級

５級

６級

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

2-2-2 障害種別の身体障害者手帳所持者数の推移 

  視覚障害 
聴覚・平衡 

機能障害 

音声・言語 

・そしゃく 

機能障害 

肢体不自由 内部障害 合 計 

平成 29年度 

（2017年度） 

（構成比率） 

328人  

（6.6％） 

397人  

（8.0％） 

40人  

（0.8％） 

2,480人  

（49.8％） 

1,729人  

（34.8％） 

4,974人  

（100.0％） 

平成 30年度 

（2018年度） 

（構成比率） 

338人  

（6.9％） 

411人  

（8.3％） 

41人  

（0.8％） 

2,410人  

（49.0％） 

1,724人  

（35.0％） 

4,924人  

（100.0％） 

令和元年度 

（2019年度） 

（構成比率） 

341人  

（6.9％） 

441人  

（8.9％） 

44人  

（0.9％） 

2,369人  

（48.0％） 

1,740人  

（35.3％） 

4,935人  

（100.0％） 

令和２年度 

（2020年度） 

（構成比率） 

330人  

（6.8％）  

457人  

（9.4％）  

44人  

（0.9％）  

2,283人  

（46.9％）  

1,755人  

（36.0％）  

4,869人  

（100.0％） 

令和３年度 

（2021年度） 

（構成比率） 

 

前年度比 

323人  

（6.8％） 

 

97.9％  

442人  

（9.3％） 

 

96.7％  

47人  

（1.0％） 

 

106.8％  

2,181人  

（46.0％） 

 

95.5％  

1,747人  

（36.9％） 

 

99.5％  

4,740人  

（100.0％） 

 

97.4％  

上記年度期間の

増減率 
▲1.5%  11.3%  17.5%  ▲12.1%  1.0%  ▲4.7%  

  （資料）障害福祉課                                                    各年度４月１日現在 

 

＜障害種別の身体障害者手帳所持者数の推移＞

338 341 330 323328

442457441411397

4744444140

2,181
2,283

2,3692,410
2,480

1,7471,7551,7401,724
1,729
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2,000

2,500

3,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（人）

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由

内部障害

  2-2-3 障害種別・年齢区分別の身体障害者手帳所持者数の状況 

  視覚障害 
聴覚・平衡 

機能障害 

音声・言語 

・そしゃく 

機能障害 

肢体不自由 内部障害 合 計 

18歳未満 

（構成比率） 

５人  

（0.1％） 

13人  

（0.3％） 

0人  

（0.0％） 

61人  

（1.3％） 

16人  

（0.3％） 

95人  

（2.0％） 

18～39歳 

（構成比率） 

12人  

（0.3％） 

28人  

（0.6％） 

1人  

（0.0％） 

96人  

（2.0％） 

22人  

（0.5％） 

159人  

（3.4％） 

40～64歳 

（構成比率） 

58人  

（1.2％） 

58人  

（1.2％） 

12人  

（0.3％） 

421人  

（8.9％） 

286人  

（6.0％） 

835人  

（17.6％） 

65歳以上 

（構成比率） 

248人  

（5.2％） 

343人  

（7.2％） 

34人  

（0.7％） 

1,603人  

（33.8％） 

1,423人  

（30.0％） 

3,651人  

（77.0％） 

合  計 

（構成比率） 

323人  

（6.8％） 

442人  

（9.3％） 

47人  

（1.0％） 

2,181人  

（46.0％） 

1,747人  

（36.9％） 

4,740人  

（100.0％） 

（資料）障害福祉課                                      令和３年（2021年）４月１日現在 
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３ 知的障害者の状況 
 

 

2-3-1 障害程度別の療育手帳所持者数の推移 

                               
最重度（A１） 

IQ20以下 

重度（A２） 

IQ21～35 

中度（B１） 

IQ36～50 

軽度（B２） 

IQ51以上 
合 計 

平成 29年度 

（2017年度） 

（構成比率） 

213人  

（21.7％） 

231人  

（23.5％） 

249人  

（25.3％） 

290人  

（29.5％） 

983人  

（100.0％） 

平成 30年度 

（2018年度） 

（構成比率） 

208人  

（20.9％） 

229人  

（23.0％） 

248人  

（24.9％） 

311人  

（31.2％） 

996人  

（100.0％） 

令和元年度 

（2019年度） 

（構成比率） 

219人  

（21.3％） 

228人  

（22.2％） 

246人  

（23.9％） 

335人  

（32.6％） 

1,028人  

（100.0％） 

令和２年度 

（2020年度） 

（構成比率） 

221人  

（20.9％）  

229人  

（21.6％） 

258人  

（24.3％） 

352人  

（33.2％）  

1,060人  

（100.0％） 

令和３年度 

（2021年度） 

（構成比率） 

 

前年度比 

227人  

（21.0％） 

 

102.7％  

225人  

（20.8％） 

 

98.3％  

259人  

（23.9％） 

 

100.4％  

371人  

（34.3％） 

 

105.4％  

1,082人  

（100.0％） 

 

102.1％  

上記年度期間の

増減率 
6.6%  ▲2.6%  4.0%  27.9%  10.1%  

（資料）障害福祉課                                            各年度４月１日現在 

 

＜障害程度別の療育手帳所持者数の推移＞
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2-3-2 障害程度別・年齢区分別の療育手帳所持者数の状況 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（資料）障害福祉課                                    令和３年（2021年）４月１日現在 

  
最重度（A１） 

IQ20以下 

重度（A２） 

IQ21～35 

中度（B１） 

IQ36～50 

軽度（B２） 

IQ51以上 
合 計 

18歳未満 

（構成比率） 

50人  

（4.6％） 

44人  

（4.1％） 

53人  

（4.9％） 

146人  

（13.5％） 

293人  

（27.1％） 

18～39歳 

（構成比率） 

99人  

（9.1％） 

83人  

（7.7％） 

98人  

（9.1％） 

156人  

（14.4％） 

436人  

（40.3％） 

40～64歳 

（構成比率） 

69人  

（6.4％） 

80人  

（7.4％） 

84人  

（7.8％） 

56人  

（5.2％） 

289人  

（26.7％） 

65歳以上 

（構成比率） 

9人  

（0.8％） 

18人  

（1.7％） 

24人  

（2.2％） 

13人  

（1.2％） 

64人  

（5.9％） 

合  計 

（構成比率） 

227人  

（21.0％） 

225人  

（20.8％） 

259人  

（23.9％） 

371人  

（34.3％） 

1,082人  

（100.0％） 
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４ 精神障害者の状況 

 

2-4-1 障害等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

  １級 ２級 ３級 合 計 

平成 28年度 

（2016年度） 

（構成比率） 

209人  

（16.8％） 

829人  

（66.8％） 

204人  

（16.4％） 

1,241人  

（100.0％） 

平成 29年度 

（2017年度） 

（構成比率） 

210人  

（15.9％） 

863人  

（65.3％） 

248人  

（18.8％） 

1,321人  

（100.0％） 

平成 30年度 

（2018年度） 

（構成比率） 

195人  

（14.0％） 

917人  

（65.6％） 

285人  

（20.4％） 

1,397人  

（100.0％） 

令和元年度 

（2019年度） 

（構成比率） 

184人  

（12.3％） 

997人  

（66.7％） 

313人  

（21.0％）  

1,494人  

（100.0％） 

令和２年度 

（2020年度） 

（構成比率） 

 

前年度比 

186人  

（11.8％） 

 

101.1％  

1,057人  

（67.3％） 

 

106.0％  

328人  

（20.9％） 

 

104.8％  

1,571人  

（100.0％） 

 

105.2％  

上記年度期間の

増減率 
▲11.0%  27.5%  60.8%  26.6%  

（資料）神奈川県精神保健福祉センター                  各年度３月 31日現在 

 

＜障害等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移＞
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2-4-2 年齢区分別の精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター   令和３年（2021年）３月 31日現在 

 

  精神障害者保健福祉手帳所持者数 

19歳以下 

（構成比率） 

34人  

（2.1％） 

20～39歳 

（構成比率） 

389人  

（24.8％） 

40～64歳 

（構成比率） 

960人  

（61.1％） 

65歳以上 

（構成比率） 

188人  

（12.0％） 

合 計 

（構成比率） 

1,571人  

（100.0％） 
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2-4-3 自立支援医療費（精神通院医療）受給者証認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター    各年度３月 31日現在 

 

 

2-4-4 年齢区分別の自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数の状況 

  自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数 

19歳以下 

（構成比率） 

85人  

（3.0％） 

20～39歳 

（構成比率） 

735人  

（25.7％） 

40～64歳 

（構成比率） 

1,674人  

（58.7％） 

65歳以上 

（構成比率） 

358人  

（12.6％） 

合 計 

（構成比率） 

2,852人  

（100.0％） 

（資料）神奈川県精神保健福祉センター    令和３年（2021年）３月 31日現在 

  自立支援医療（精神通院医療）受給者証認定者数 

平成 28年度 

（2016年度） 
2,191人  

平成 29年度 

（2017年度） 
2,294人  

平成 30年度 

（2018年度） 
2,385人  

令和元年度 

（2019年度） 
2,469人  

令和２年度 

（2020年度） 
2,852人  

上記年度期間の

増減率 
30.2％  
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５ 障害児支援の状況 
 
2-5-1 療育、言語、リハビリ相談・巡回相談の受付件数 

  
新規相談受付件数 

巡回相談 

巡回数 相談件数 

発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ 

平成 30年度 

（2018年度） 
244件 100件 64件 53回 36回 29回 176件 76件 79件 

令和元年度 

（2019年度） 
229件 124件 69件 66回 52回 28回 206件 122件 75件 

令和２年度 

（2020年度） 
186件 128件 47件 35回 36回 10回 79件 67件 29件 

（資料）発達支援室 

 
2-5-2 ５歳児すこやか相談事業の実施状況 

  対象児童数 支援が必要な児童数 支援が必要な児童の割合 

平成 30年度 

（2018年度） 
1,145人 140人 12.2％ 

令和元年度 

（2019年度） 
1,157人 149人 12.8％ 

令和２年度 

（2020年度） 
1,169人 117人 10.0％ 

（資料）発達支援室 

 
2-5-3 児童発達支援センターあおぞら園の実利用児童数（児童発達支援） 

  
児童発達支援センターあおぞら園（児童発達支援） 

（基本的生活習慣・情緒・社会性等の発達の援助） 

平成 30年度 

（2018年度） 
30人 

令和元年度 

（2019年度） 
27人 

令和２年度 

（2020年度） 
28人 

（資料）発達支援室 

 
2-5-4 発達支援指導実利用児童数 

 

①リハビリ指導 

（転びやすい・手先が不器用 

  等の感覚運動発達の指導） 

②言語指導 

（ことばの遅れ・発音が 

 不明瞭・吃音等の指導） 

③発達指導 

（友だちとのかかわりや集団 

生活上の心配に対する個別指導 

やグループ指導） 

平成 30年度 

（2018年度） 
52人 98人 62人 

令和元年度 

（2019年度） 
42人 112人 79人 

令和２年度 

（2020年度） 
51人 89人 61人 

（資料）発達支援室 

 

2-5-5 幼稚園・保育園等への障害児の通園状況 

 

（資料）発達支援室、保育課    ※幼稚園児童数は、鎌倉市特別支援保育運営費補助金の交付決定人数 

保育園児童数は、障害児保育推進特別対策事業費補助金対象児童数等 

               民間保育所施設数は、認可民間保育所と認定こども園数 

 
私立幼稚園 市立保育園 民間保育所 合計 

児童数 施設数 児童数 施設数 児童数 施設数 児童数 施設数 

平成 30年度 

（2018年度） 
33人 10箇所 42人 5箇所 29人 14箇所 104人 29箇所 

令和元年度 

（2019年度） 
47人 15箇所 33人 ５箇所 48人 11箇所 128人 36箇所 

令和２年度 

（2020年度） 
45人 10箇所 27人 ５箇所 36人 16箇所 108人 31箇所 
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６ 特別支援教育の状況 

 

2-6-1 小学校の特別支援学級児童数及び学級数 

（資料）教育指導課                                  令和２年（2020年）5月 1日現在 

※ 市立小学校全 16校 

 

2-6-1参考令和２年度（2020年度）小学校ごとの特別支援学級設置状況及び児童数 

 
知的障害、 

自閉症・情緒障害 
肢体不自由 弱視 

病弱・ 

身体虚弱 
難聴 

第一小学校 10人 － － － － 

第二小学校 ４人 － － － － 

御成小学校 11人 5人 － － － 

腰越小学校 ７人 － － － － 

西鎌倉小学校 ９人 － － － － 

深沢小学校 ７人 － － － － 

富士塚小学校 13人 － － － － 

小坂小学校 14人 － － － － 

玉縄小学校 11人 － － － － 

大船小学校 16人 － －    １人 2人 

植木小学校 ３人 － － － － 

（資料）教育指導課                                    令和２年（2020年）5月 1日現在 

※ 市立小学校全 16校 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 

知的障害 36人 10学級 45人 12学級 42人 12学級 

自閉症・情緒障害 56人 11学級 63人 15学級 63人 12学級 

肢体不自由 ５人 1学級 5人 1学級 5人 1学級 

弱視 1人 1学級 ０人 ０学級 0人 0学級 

病弱・身体虚弱 3人 1学級 3人 1学級 １人 1学級 

難聴 1人 1学級 ２人 1学級 2人 1学級 

合 計 102人 25学級 118人 30学級 113人 27学級 
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2-6-1 中学校の特別支援学級生徒数及び学級数 

（資料）教育指導課                               令和２年（2020年）5月 1日現在 

※ 市立中学校全 9校 
 

2-6-1参考令和２年度（2020年度）中学校ごとの特別支援学級設置状況及び児童数 

 
知的障害、 

自閉症・情緒障害 
肢体不自由 病弱・身体虚弱 

第一中学校 ２人 － － 

第二中学校 ５人 － － 

御成中学校 ５人 ２人 － 

腰越中学校 ４人 － － 

深沢中学校 11人 － － 

手広中学校 ４人 － － 

大船中学校 13人 － － 

玉縄中学校 14人 － － 

岩瀬中学校 ２人 － １人 

（資料）教育指導課                                令和２年（2020年）5月 1日現在 

※ 市立中学校全 9校 
 

2-6-2 言語・難聴・情緒通級指導教室への通級児童数（小学校） 

  

平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

児童数 児童数 児童数 

難聴 ２人 ３人 １人 

言語 155人 162人 181人 

情緒 75人 95人 110人 

合 計 232人 260人 292人 

（資料）教育指導課                                 令和２年（2020年）5月 1日現在 

※ 言語・難聴通級指導教室（ことばの教室）：御成小学校、富士塚小学校、大船小学校 

※ 情緒通級指導教室（つどいの教室）：今泉小学校、深沢小学校 

 

 

 

平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 

知的障害 20人 ８学級 22人 8学級 21人 8学級 

自閉症・情緒障害 23人 7学級 32人 ９学級 39人 9学級 

肢体不自由 ５人 1学級 ３人 1学級 ２人 1学級 

病弱・身体虚弱 ― ― ― ― １人 1学級 

合 計 48人 16学級 57人 18学級 63人 19学級 
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2-6-3 特別支援学校等在学児童生徒数（本市在住のみ） 

  小学部 中学部 高等部 合 計 

養護学校（知的障害教育部門） 11人  6人  49人  66人  

養護学校（肢体不自由教育部門） ８人  2人  ９人  19人  

ろう学校 2人  ０人  ３人  ５人  

盲学校 0人  0人  0人  0人  

合 計 21人  ８人  61人  90人  

（資料）障害福祉課                                 令和２年（2020年）5月 1日現在 

※ 神奈川県立鎌倉養護学校、藤沢養護学校、平塚ろう学校、平塚盲学校及び私立聖坂養護学校の 

児童生徒数 

 

 

2-6-4 特別支援学校高等部卒業生の進路状況（本市在住のみ） 

 

就
職 

神
奈
川
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー 

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

生
活
介
護
事
業
所 

自
立
訓
練
事
業
所
（機
能
訓
練
・生
活
訓
練
） 

療
養
介
護 

就
労
移
行
支
援
事
業
所 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所 

大
学 

専
攻
科 

在
宅 

合  

計 

平成 30年度 

（2018年度） 
４人 0人 0人 1人 ５人 ２人 ０人 １人 ０人 1人 １人 １人 ０人 16人 

令和元年度 

（2019年度） 
６人 0人 0人 ０人 14人 １人 0人 1人 １人 ２人 1人 ０人 ２人 28人 

令和２年度 

（2020年度） 
７人 0人 0人 0人 ８人 ０人 0人 ５人 ０人 2人 ０人 0人 2人 24人 

（資料）障害福祉課 

※ 各年度末における神奈川県立鎌倉養護学校、藤沢養護学校、平塚ろう学校及び私立聖坂養護学校の高等部

卒業生の進路 
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７ 雇用の状況 

 

【1】ハローワーク藤沢管内の状況 
 

2-7-1 ハローワーク藤沢管内の人口 

  人口 構成比率 

鎌倉市 172,929人 19.2% 

藤沢市 436,744人 48.5% 

茅ヶ崎市 242,347人 26.9% 

寒川町 48,532人 5.4% 

合 計 900,552人 100.0％ 

（資料）藤沢公共職業安定所発行「業務概況」  令和３年（2021年）3月１日現在 

 

2-7-2 雇用状況 
（企業全体の常用労働者数が 45.5人以上の事業主から、報告を求め、集計作成したもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（資料）藤沢公共職業安定所発行「業務概況」  令和２年（2020年）６月１日現在 

 

2-7-3 ハローワーク藤沢における職業紹介状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（資料）藤沢公共職業安定所発行「業務概況」         令和２年（2020年）６月１日現在 

  ハローワーク藤沢（現所管） 

企業数 353箇所 

常用雇用労働者数 62,255.0人 

常用雇用障害者数 1,266.5人 

実雇用率 

平成 30年度 

（2018年度） 
1.93% 

令和元年度 

（2019年度） 
1.98％ 

令和２年度 

（2020年度） 
2.03％ 

雇用率達成企業割合 

平成 30年度 

（2018年度） 
44.9% 

令和元年度 

（2019年度） 
47.9％ 

令和２年度 

（2020年度） 
47.0％ 

  

新規求職申込件数 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 
その他 

障害者 
合計 

平成 30年度 

（2018年度） 
299件 172件 488件 38件 997件 

令和元年度 

（2019年度） 
220件 154件 442件 45件 861件 

令和２年度 

（2020年度） 
 

前年度比 

277件 

125.9％ 

179件 

116.2％ 

424件 

95.9％ 

151件 

335.6％ 

1,031件 

119.7％ 

  

就職件数 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 
その他 

障害者 
合計 

平成 30年度 

（2018年度） 
83件 90件 210件 11件 394件 

令和元年度 

（2019年度） 
65件 83件 180件 10件 338件 

令和２年度 

（2020年度） 
 

前年度比 

53件 

81.5％ 

98件 

118.1％ 

127件 

70.6％ 

51件 

500.1％ 

329件 

97.3％ 

※ 障害者数とは、身体障害者、         

知的障害者及び精神障害者の

合計です。 
重度障害者はダブルカウント、

短時間労働者は 0.5 人として

算定。 
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【2】鎌倉市の取組状況 
 

●鎌倉市障害者二千人雇用事業の状況 （資料）障害福祉課 
［関連：47・48ページ 個別事業の推進状況（6）②「障害者雇用の推進」］ 

 

１ 鎌倉市障害者二千人雇用就労者数の推移 

  一般就労者数 福祉的就労者数 合計 

事業開始時 － － 1,411人 

令和元年度 

（2019年度） 
680人 849人 1,529人 

令和２年度 

（2020年度） 
749人 874人 1,623人 

                                          令和３年（2021年）3月 31日現在 
※福祉的就労者数には、生活介護と地域活動支援センター分 277人を含む。 

 

２ 令和２年度（2020年度）鎌倉市障害者二千人雇用センターの状況 

（1）相談・支援件数 

  
 

電話相談 来所相談 
メール 

相談 

同行・訪問

支援 

その他

（※） 
合計 

令和２年度 

（2020年度） 

新規  １件 81件 ０件 ６件 ０件 88件 

継続  1,536件 701件 115件 382件 15件 2,749件 

※ その他の支援内容：Fax送付、書類及び手紙送付、外部での面談 
 

（2）登録者数（障害別） 

  
身体障害 知的障害 

精神障害 発達障害 難病 その他 合計 
 重度  重度 

令和２年度 

（2020年度） 
３人 ２人 17人 ０人 39人 14人 ０人 ９人 82人 

 ※その他の登録者：診断のみ、自立支援医療のみ、障害者手帳申請中 

 

（3）一般就労者数（障害別） 

  
身体障害 知的障害 

精神障害 発達障害 難病 その他 合計 
 重度  重度 

令和２年度 

（2020年度） 
４人 ０人 ２人 ０人 24人 ６人 ０人 ３人 39人 

※その他の登録者：自立支援医療のみ 

 

（4）職場定着支援の実施状況 

 

  ア 職場定着支援の実施件数 589件（※ 同一人物に対し、複数回実施含む。） 
    ※職場訪問に限らず、電話相談その他の支援も含めた実施件数。 
 

  イ 障害別職場定着支援実施人数 

  
身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病 その他 合計 

 重度  重度      

令和２年度 

（2020年度） 
22人 ４人 116人 ０人 293人 142人 ０人 12人 589人 

 

 

就労者数の定義 

  ・鎌倉市内の事業所において就労している障害者 

  ・鎌倉市外の事業所において就労している鎌倉市民の障害者 
※ 就労の形態、雇用契約の有無は問わない。 
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（5）企業等に対する支援の実施状況 

 

  ア 相談・支援件数（手段別） 

  訪問・同行 来所 電話 メール その他 合計 

令和２年度 

（2020年度） 
188件 29件 465件 47件 ６件 735件 

 

  イ 相談・支援件数（相談者別） 

  企業 
就労継続支援 

A型 

就労継続支援 

B型 
就労移行支援 その他 合計 

令和２年度 

（2020年度） 
457件 124件 101件 51件 ２件 735件 

 

 

●ワークステーションかまくらの状況 （資料）障害福祉課 
［関連：49・50ページ 個別事業の推進状況（6）②「市職員の障害者雇用の推進」］ 

 

１ ワークステーションかまくら会計年度事務職員の状況 

  精神障害 知的障害 合計 

令和２年度 

（2020年度） 
３人 3人 ６人 

 

２ 障害者就業支援員の状況 

 就業支援員 4人（再任用職員 1、会計年度職員 3） 

※会計年度職員は、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士が各 1人 

 

３ ワークステーションかまくらへの依頼作業の状況 

（1）依頼の状況 

庁内 34課等から 448件 

 

（2）依頼作業の種別 

 

 

 ※その他は文書廃棄、色塗り、ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ作成です。 

 

 

 

 

 

種別 合計 割合 

押印 99件 14.8% 

紙折り 86件 12.9% 

封入・封かん 74件 11.1% 

並べ替え 63件 9.4% 

丁合い 59件 8.8% 

印刷 53件 7.9% 

シール貼り 48件 7.2% 

データ入力 42件 6.3% 

仕分け 28件 4.2% 

ライン引き 20件 3.0% 

裁断 19件 2.9％ 

伝票等記入 17件 2.6％ 

種別 合計 割合 

書類移し替え 13件 1.9% 

集配 11件 1.6% 

スキャン ８件 1.2% 

点訳 ８件 1.2％ 

ホチキス止め、はずし ５件 0.7% 

会場準備 ４件 0.6% 

切り取り線入れ ２件 0.3% 

テプラ ２件 0.3% 

文書入力 １件 0.1% 

その他 ７件 1.0% 

合計 669件 100％ 
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４ 障害者二千人雇用センターとの連携の状況 

 

 ワークステーション会計年度事務職員（スタッフ）がワークステーションかまくらで職務経験を

積んだのち、一般企業等での就業が円滑に行えるように、スタッフは障害者二千人雇用センタ

ーに登録するとともに、障害者就業支援員を含めた支援会議等を開催した。 
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第３章 第３期鎌倉市障害者基本計画 

 

１ 将来目標 

 

障害のある人もない人も、だれもが一生にわたり、 

健やかで安心して地域で暮らせるまち 

 

障害者基本法第１条は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加

の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することが同法の目的である旨を規定して

います。 

また、第３次鎌倉市総合計画第３期基本計画では、将来都市像を「古都としての風格を保ち

ながら、生きる喜びと新しい魅力を創造するまち」とし、この将来都市像の実現に向けた将来

目標の１つを「健やかで心豊かに暮らせるまち」とし、その方向を「健康で生きがいにみちた福

祉のまちをめざします」としています。この方向性は、「すべての市民は社会の一員として尊重

され、生涯にわたり、健やかで安心した生活が送れるよう望んでいます。このため、健康福祉の

環境づくりを進め、だれもが生きがいをもち、ともに支えあい、心ふれあう豊かな地域社会を

つくりだしていきます。」と定めています。 

以上のことを踏まえ、第３期鎌倉市障害者基本計画では、第２期計画を引き継ぎ「障害のあ

る人もない人も、だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち」を将来目標

として定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ともに支えあい、心ふれあう豊かな地域社会のイメージ 

 

医療 

学校 

市役所 保健福祉事務所 

働く場 

地域住民 

障害福祉サービス事業所 

相談支援事業所 

相談支援専門員 

障害者本人 
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２ 施策の体系 

将来目標の実現に向け、基本的視点を踏まえながら、7 つの分野を柱として、

様々な施策を実施、推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 情報提供・意思疎通支援の充実 

（１）配慮のある情報提供の推進 

（２）意思疎通支援の充実 

第３次鎌倉市総合計画、将来目標

第４章 
 

「健やかで心豊かに 
暮らせるまち」 

将来目標実現に向けての基本的視点 

（１）地域社会における共生 

（３）当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 

１ 安全・安心な生活環境の整備 

（１）バリアフリーのまちづくりの推進 

（２）災害時・緊急時対策の推進 

（３）住宅入居の支援 

重点課題 
 

（１） 共生社会実現に向けた 

取組 

→施策分野 3 

 

（２） 安全・安心に暮らせる 

まちづくりの推進 

→施策分野 1、2 

 

（３） 地域での生活を支援 

する体制の充実 

→施策分野 4、5、7 

 

（４） 働く場の充実と就労支援 

 

の推進 

→施策分野 6 

将来目標 
 
 

障害のある人もない人も、 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 差別の解消、権利擁護の推進及び 
虐待の防止 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進 

（２）権利擁護の推進、虐待の防止 

４ 福祉・生活支援の充実 

（１）相談支援の充実 

（２）生活支援の充実 

（３）日中活動支援の充実 

５ 保健・医療の推進 

（１）健康づくりの推進 

（２）医療サービスの給付 

６ 雇用・就労支援の推進 

（１）継続的な就労支援の推進 

（２）多様な雇用の促進 

７ 子どもへの支援の充実 

（１）早期発見、早期療育の推進 

（２）障害特性に応じた保育、教育の充実 

           （２）差別の禁止 

           （４）障害特性、性別、年齢による複合的困難等に配慮したきめ細かい支援 

だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち 
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３ 施策の体系事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）安全・安心な生活環境の整備 

 

 

① バリアフリーのまちづくりの推進 

 共生の意識形成のための周知・啓発 

重度障害者住宅設備改造工事費の助成 

公衆トイレのユニバーサルデザイン化 

ノンステップバス購入費の補助 

駅及び駅周辺における重点地区のバリアフリー化の推進 

歩道段差切下げ事業の推進 

②災害時・緊急時対策の推進 

 災害時における要支援者の登録 

防災・安全情報メール配信サービス 

災害時における要援護者の緊急受け入れ体制の整備 

緊急時あんしんカードの配付 

災害時用ストーマ装具の保管 

Eメール 119番通報システム 

ＮＥＴ119緊急通報システム 

ファックス 119番通報 

避難マップ等の配布 

③住宅入居の支援 

 グループホームの整備 

高齢者、障害者向けの市営住宅の確保 

鎌倉市居住支援協議会活動支援 

住宅入居等の支援 

グループホーム入居者への家賃助成 

（２）情報提供・意思疎通支援の充実 

 ①配慮のある情報提供の推進 

 声の広報・広報点字版の作成 

ホームページの音声読み上げ等の対応 

市民便利帳の SPコード版の作成 

発行物の点字化、音声化 

「福祉の手引」の発行 

図書の郵送貸出し 

録音・点字図書の貸出し 

音声コード読上げ装置や活字文書読上げ装置の設置 

サピエ図書館のサービスの一部（相互貸借）加入の検討 

（２）情報提供・意思疎通支援の充実 

 ② 意思疎通支援の充実 

 手話通訳者の設置 

手話通訳者、要約筆記者の派遣 

手話講習会の開催 

要約筆記講習会の開催 

失語症等成人中途言語障害者への支援 

鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段

についての選択の機会の確保に関する条例 

（３）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 ① 障害を理由とする差別の解消の推進 

 発達障害等理解・啓発講演会 

精神保健福祉講演会 

ヘルプマークの普及 

ふれあいフェスティバルの開催 

横須賀三浦地区ふれあい広場の開催 

精神保健福祉セミナーの開催 

学校における福祉教育の推進 

障害者差別解消法の普及啓発 

市職員対応要領の周知研修 

② 権利擁護の推進、虐待の防止 

 成年後見センターの運営 

成年後見制度の利用支援 

成年後見制度連絡会 

障害者虐待防止センターの運営 

第三者機関による苦情解決体制の整備 

虐待防止の周知啓発 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）福祉・生活支援の充実 

 

 

①相談支援の充実 

 相談支援の充実 

民生委員・児童委員による相談・支援 

障害福祉相談員による相談・支援 

基幹相談支援センターの運営 

鎌倉市障害者支援協議会 

各種事業所連絡会 

②生活支援の充実 

 在宅生活の支援 

短期入所サービスの充実 

訪問入浴サービスの実施 

障害福祉サービス利用者負担の軽減 

補装具費の支給と自己負担額の助成 

日常生活用具の給付 

障害者福祉手当（市）の支給 

特別障害者手当（国）の支給 

障害児福祉手当（国）の支給 

在宅重度障害者等手当（県）の支給 

外国籍障害者等福祉給付金の支給 

障害基礎年金の受付 

特別障害給付金の受付 

ファミリーサポートセンターの運営 

特別児童扶養手当の支給 

声かけふれあい収集 

有料袋（指定収集袋）の減免 

身体障害者補助犬登録等手数料の免除 

水道料金、下水道使用料の減免 

地域移行の推進 

地域生活支援拠点の整備 

（４）福祉・生活支援の充実 

 

 

③日中活動支援の充実 

 日中活動の支援 

地域活動支援センター事業の実施 

施設通所交通費の支給 

福祉タクシー券・ガソリン券等の交付 

神奈川県障害者スポーツ大会への参加支援 

障害者団体への支援 

自動車改造費の助成 

下肢等障害者自動車運転訓練費の助成 

地域福祉活動による支援の推進 

障害者スポーツの普及 
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（５）保健・医療の推進 

 

 

①健康づくりの推進 

 障害者施設訪問歯科検診 

家庭訪問 

乳幼児健康診査・育児教室・健康相談 

障害者歯科診療 

②医療サービスの給付 

 自立支援医療（精神通院医療） 

自立支援医療（更生医療） 

自立支援医療（育成医療） 

障害者医療費の助成 

相談支援のための精神保健福祉情報ガイド☆かまくらの

配布 

（６）雇用・就労支援の推進 

 

①継続的な就労支援の推進 

 

就労移行支援の利用推進 

就労支援の推進 

庁内就労体験実習の推進 

仕事応援ガイドブックの配布 

②多様な雇用の促進 

 

障害者雇用の推進 

障害者雇用奨励金の交付 

障害者雇用連絡会・就労支援関係機関会議 

鎌倉ふれあいショップの開催 

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進 

障害者就職面接会 

障害者法定雇用率未達成事業所訪問 

市職員の障害者雇用の推進 

総合評価競争入札における障害者雇用企業に対する加点 

（７）子どもへの支援の充実 

 

 

①早期発見、早期療育の推進 

 5歳児すこやか相談の実施 

発達相談 

発達支援システムネットワーク 

発達支援指導 

児童発達支援センターにおける支援の実施 

サポートファイルの活用 

発達支援サポートシステムの推進 

障害児通所支援事業所情報ブックの配布 

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付 

軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助 

②障害特性に応じた保育、教育の充実 

 障害児保育の推進 

障害児の子どもの家への受入れ 

巡回相談事業 

保育所等訪問支援 

特別支援保育運営費補助金の交付 

特別支援教育の推進 

特別支援学級の充実 

就学相談 

学級介助員の配置及び学級支援員の派遣 

スクールアシスタントの配置 

特別支援教育巡回相談員 

言語・難聴通級指導教室（ことばの教室） 

機能訓練 

情緒通級指導教室（つどいの教室） 

教育相談体制の充実 



4 個別事業の推進状況

（１）安全・安心な生活環境の整備

①バリアフリーのまちづくりの推進

事業名称 所管課等 事業内容

共生の意識形成のための
周知・啓発

地域共生課
共生社会について学ぶ機会を設けたり、広報誌、講演会等を通じ
て周知・啓発を行います。

重度障害者住宅設備改造工事費
の助成

障害福祉課
重度障害者が障害の内容に合わせて、浴室・玄関・トイレ等住宅設
備を改造する場合に、工事費用の一部を助成します。

公衆トイレのユニバーサル
デザイン化

観光課
観光課が所管する公衆トイレ34箇所について、順次ユニバーサル
デザイン化を進め、身体障害者を含め多くの方が利用しやすいトイ
レを整備します。

ノンステップバス購入費の補助 都市計画課
路線バス事業者が、バリアフリーの推進として、ノンステップバス
を購入する際の購入費の一部補助やノンステップバス導入計画策
定に協力します。

駅及び駅周辺における重点地区の
バリアフリー化の推進

都市計画課
道路課

市街地整備課

駅及び駅周辺における一定地区のバリアフリー化を図るため、関
係機関、事業者等と連携しながら、駅及び駅周辺道路等の重点的
バリアフリー整備に努めます。

歩道段差切下げ事業の推進 道路課
バリアフリーの視点から既存道路の歩道の段差切下げ等を順次実
施します。

23 



2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

・共生社会の理解を深めるため職員や関係機関を対象とした研修
の開催及び情報紙（関係団体発行）への掲載、チラシの配架等に
よって周知・啓発に努めた。
・地域で安心して自分らしく暮らせる社会をつくる一歩として、誰
もが気軽に相談できる「くらしと福祉の相談窓口」を設置し、周
知・啓発に努めた。

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、集合形式での周
知・啓発を行うことが難しい。

継続

助成件数：6件
決算額：3,026千円

補助金額増額傾向に対する制度維持のための検討が必要。 継続

鎌倉駅東口公衆トイレ点字ブロックシート敷設
覚園寺公衆トイレ男女和式トイレの洋式化

継続

バリアフリーの推進として、ノンステップバスを購入する際の導入
計画策定について、路線バス事業者から市に対して相談はなかっ
た。

鎌倉市の財政状況から、購入費の一部補助が困難な状況で
ある。

継続

・鎌倉駅西口駅前広場を整備し、歩道と広場の段差を解消し、ゆっ
たりとした歩行者空間を確保した。
・鎌倉駅東口駅前広場整備工事にて、広場のバリアフリー化を
図った。また、福祉センターに至る道路に視覚障害者誘導用ブ
ロックを整備した。
・バリアフリー化未実施駅の一つである、湘南モノレール湘南深沢
駅のバリアフリー化に向けて、交通事業者と調整を行った。

継続

歩道段差切下げ事業：10箇所
決算額：7,858千円

継続

〔個別事業の推進状況について〕

事業内容に応じ、関連各課及び外部の関係機関に照会を行いました。

なお、現状に合わせて、事業名称や事業内容を一部、 追加・訂正・削除

しています。

〔事業の方向性について〕

３つの方向性で示しています。

・拡大・前進

・継続

・縮小・廃止・見直し
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②災害時・緊急時対策の推進

事業名称 所管課等 事業内容

災害時における要支援者の登録

総合防災課
福祉総務課
生活福祉課

高齢者いきいき課
障害福祉課

災害時に支援が必要な方の避難が確実なものとなる様、避難行動
要支援者名簿の作成や同名簿への登録を推進し、障害者等の要支
援者に情報提供や避難誘導等の支援が行き渡りやすい環境整備
を行います。

防災・安全情報メール
配信サービス

総合防災課
災害情報や防犯情報を携帯電話やパソコン等の電子メールで配信
するサービスを行います。

災害時における要援護者の緊急
受け入れ体制の整備

福祉総務課
災害時に、在宅の障害者を市内の障害者施設に緊急受け入れする
ため、施設と協定を締結し、緊急受け入れ体制を推進します。

緊急時あんしんカードの配付 障害福祉課
緊急連絡先・かかりつけ医・常用薬等の情報が記載でき、障害者が
常時携帯することで、緊急時及び災害時の迅速な対応ができるよ
うに、障害者手帳に入る大きさのカードを作成し、配付します。

災害時用ストーマ装具の保管 障害福祉課
災害時に備え、オストメイトで保管希望者のストーマ装具を市の施
設で保管します。

Ｅメール119番通報システム
消防本部

指令情報課

鎌倉市内に在住で、聴覚・言語等に障害のある方は、携帯やパソコ
ン等のEメールアドレスを登録することにより、Eメールで119番
通報することが可能となります。このシステムの周知を図り推進し
ます。

 NET119緊急通報システム
消防本部

指令情報課
聴覚・言語等に障害があり音声による通報が困難な方への新たな
１１９番通報サービスです。

ファックス119番通報
消防本部

指令情報課

聴覚・言語等の障害者のために、ファックスによる119番通報を受
け付けています。指定の用紙に記入し、119番（局番なし）でファッ
クスを送信することで、消防車や救急車等の要請が行えます。

避難マップ等の配布 障害福祉課
地域災害弱者防災支援会議等で作成している「避難マップ」等、災
害時に役立つ情報について広く配布し、周知を図ります。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

・令和2年度（2020年度）に新たに要支援者の対象となった
1,407人に名簿への掲載に係る意向確認調査を実施した。
・自治会町内会130組織に名簿情報の提供を行った。
・警察、消防、民生委員児童委員協議会へ名簿情報の提供を行っ
た。
・避難行動要支援者対象者数（45,611人）
　避難行動要支援者登録者数（10,890人）

名簿の未受理自治会町内会に対する働きかけ。 継続

防災安全情報提供システム及び自動メール配信サービス（瞬時に
気象庁からの情報を配信するシステム）により、メール配信登録ア
ドレス（29,843件）宛にメール配信を行った。

未登録者への周知。 継続

これまでの運用と施設との意見交換を踏まえた内容の見直しと
新たに運営を開始した法人及び事業所との協定締結の目途が
立ったことから、既存協定先との再協定及び新規事業所との協定
締結を行った。

災害時を想定した具体的なシミュレーションを行い、各施設
と認識を共有する必要がある。

継続

・新規の障害者手帳取得者に配布し、要望に応じ、市内の施設、地
域活動支援センター、団体等にも配布した。
・希望者には窓口で配布し、カードの普及、活用の促進に努めた。

カードの周知、配布方法等の検討が必要。 継続

６件 継続

・通報：０件
・新規登録者：０人
・登録者：19人

広報かまくら等に掲載等あらゆる機会を捉えて周知を図
る。
なお、ＮＥＴ１１９番緊急通報システムを令和２年（2020年）
１月２０日から運用開始したため、既存の登録者がＮＥＴ１１
９緊急通報システムへスムーズに移行できるように周知を
図る。

縮小・廃止・見直し

・通報：０件
・新規登録者：４人
・登録者：10人（新規登録者４名を含む）

総務省消防庁からの通知に伴い、ＮＥＴ１１９番緊急通報シス
テムを令和２年（2020年）１月２０日から運用開始し、既存
のＥメール１１９番通報システム登録者に対し、周知を図る。
併せて広報かまくらに掲載等あらゆる機会を捉えて周知を
図る。

継続

・通報：０件
広報かまくらへの掲載や市民向け救急講習の場等あらゆる
機会を捉えて周知を図る。

継続

・「避難マップ」を窓口で配布した。
・地域災害弱者防災支援会議の活動が新型コロナウイルス
の影響で休止している。

継続
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③住宅入居の支援

事業名称 所管課等 事業内容

グループホームの整備 障害福祉課
地域における障害者の自立した生活の場、親亡き後の障害者の居
住の場を確保するため、民間事業者が行うグループホームの整備
を推進します。

高齢者、障害者向けの市営住宅
の確保

都市整備総務課
高齢者世帯や障害者世帯向けの市営住宅を確保し、高齢者や障害
者への住宅供給を行っています。

鎌倉市居住支援協議会活動支援 都市整備総務課
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、その他住宅の
確保に特に配慮を要する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進、その他必要な措置について協議を行います。

住宅入居等の支援 障害福祉課 施設から地域への移行時等に住宅への入居を支援します。

グループホーム入居者への
家賃助成

障害福祉課 グループホーム利用者へ家賃の助成を行います。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

新設件数：０件
初度調弁補助件数：２件
※初度調弁…新しく事業を始める際、最初に必要な物品を購入す
るための費用

継続

高齢者世帯向け住宅を125戸、障害者世帯向け住宅を７戸、計
132戸の市営住宅を確保している。

令和２年度（2020年度）に障害者世帯向け住宅を募集し
たものの応募者がいなかった。

継続

令和元年度（2019年度）に引き続き、住宅確保要配慮者を対象
とした住宅相談を実施したほか、福祉関係従事者や不動産店向け
のガイドブックを作成した。

住まいに関わる専門職と福祉・生活に関わる専門職がそれ
ぞれの職域を理解する必要がある。

継続

支援件数：４件 継続

対象者数：133人
決算額：11,135千円

継続

28 



（２）情報提供・意思疎通支援の充実

①配慮のある情報提供の推進

事業名称 所管課等 事業内容

声の広報・広報点字版の作成 広報課
視覚障害者に声の広報･広報点字版の作成をしています。広報広
聴課へ登録することで、広報を録音したテープ・デイジー版や点字
版を郵送します。

ホームページの音声読み上げ等
の対応

広報課
市のホームページを、音声読み上げ、文字の拡縮、コントラストの
設定等に対応できるものにします。

市民便利帳のＳＰコード版の作成 広報課
視覚障害者から要望があった場合に、SPコード版の作成を行いま
す。

発行物の点字化、音声化 障害福祉課
障害者福祉計画等の重要な情報について、点字版や音声版を作成
します。

「福祉の手引」の発行 障害福祉課

障害者のための様々な制度やサービス、施設や関係機関及び当事
者団体等の紹介を行う「福祉の手引」を作成し、配布します。また、
視覚障害者向けに点字版や音声版（デイジー版）を作成し、貸し出
し等を行います。

図書の郵送貸出し 中央図書館
図書館に来館できない身体障害者手帳をお持ちで要件に該当す
る方に、郵送による図書等の貸出しを行います。

録音・点字図書の貸出し 中央図書館
視覚障害者がサービス登録をすることで、所蔵する録音図書又は
点字図書の目録により、希望の録音図書（カセットテープ・ＣＤ・デ
イジー）・点字図書を無料で郵送貸出しします。

音声コード読上げ装置や活字文書
読上げ装置の設置

中央図書館
視覚障害者のための情報支援である音声コード（SPコード）の読
み上げ装置や活字を読み上げる装置の窓口設置を行います。

サピエ図書館のサービスの一部
（相互貸借）加入の検討

中央図書館
視覚障害者のためのインターネット上の図書館のサービスの一部
（相互貸借）加入を検討します。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

テープ・デイジー版：23人
点字版：5人
525千円

テープ版の録音のための機器が老朽化しており、できるだ
けすみやかにデイジー版への移行が必要。

継続

引き続き、ホームページの広報かまくらの掲載について、音声読
み上げソフトに対応させるため、ＰＤＦ版だけでなくHTML版も掲
載した。

ホームページを更新している課によってアクセシビリティへ
の意識の違いがある。操作研修などを通じて意識の統一が
必要。

継続

実績なし
次回の作成に向け、幅広く音声対応の方法を検討してい
く。

縮小・廃止・見直し

・鎌倉市障害者福祉計画推進状況報告書の点字版作成
・福祉の手引点字版、音声版作成

拡大・前進

随時更新、点字版、音声版作成 継続

登録者：28人
利用要件該当の方への広報、利用要件緩和の要望があっ
た。

継続

登録者：40人
図書館システムでの検索ができるようデイジー図書登録を
すすめている。

継続

（中央図書館）よむべえ１台、拡大読書器１台、貸出用プレクストー
ク２台、音声コード読み上げ装置（テルミー）１台設置

継続

（中央図書館）サピエ図書館加入３年目　相互貸借：147件 音声データダウンロードの要望があった。 継続
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②意思疎通支援の充実

事業名称 所管課等 事業内容

手話通訳者の設置 障害福祉課
聴覚障害者の市の手続き等の支援のために、障害福祉課の窓口
に、手話通訳者を設置します。

手話通訳者、要約筆記者の派遣 障害福祉課
聴覚障害者が、医療、教育、就職、生活等の相談のため、手話通訳
者及び要約筆記者を必要とする場合に派遣し、聴覚障害者の情報
保障を図ります。

手話講習会の開催 障害福祉課
市民に、聴覚障害者への理解を進め、聴覚障害者の情報保障を担
うための手話通訳者の養成を目指して、入門・基礎・中級・上級の
講習会を実施します。

要約筆記講習会の開催 障害福祉課
主に、中途失聴者・難聴者への理解や情報保障を担うため、手書き
やパソコンによる要約筆記者の養成講習会を実施します。

失語症等成人中途言語障害者
への支援

障害福祉課
失語症による中途障害への理解のための失語症基礎講座の開催
や、グループ訓練会、言語聴覚士の派遣事業等を行います。

鎌倉市視覚障害者及び聴覚障害者
等の情報取得等の手段についての
選択の機会の確保に関する条例

障害福祉課
すべての障害者への意思疎通支援が可能となる「鎌倉市視覚障害
者及び聴覚障害者等の情報取得等の手段についての選択の機会
の確保に関する条例」を制定します。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

設置日数：242日 継続

手話通訳者派遣回数：112回
要約筆記者派遣回数：  21回

継続

実施していない 継続

実施していない 継続

失語症者支援を知る講座受講者：17人 継続

条例素案を作成し、当事者団体等への聞き取り、パブリックコメン
トの実施をおこなった。

拡大・前進
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（３）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

①障害を理由とする差別の解消の推進

事業名称 所管課等 事業内容

発達障害等理解・啓発講演会 発達支援室
子どもの発達・発育に関する理解と意識の向上を図るため、研修
会や講演会の開催を通して、市民への理解・啓発に努めます。

精神保健福祉講演会 障害福祉課
精神障害者への理解を深めるため、市民向けに講演会を開催し普
及啓発を図ります。

ヘルプマークの普及
神奈川県

障害福祉課
県で作成しているヘルプマークを窓口で配布し、普及を推進しま
す。

ふれあいフェスティバルの開催 障害福祉課

毎年の「障害者週間（12/3～12/9）」に合わせて、障害のある人
もない人も共にふれあい、障害者を理解するイベントを開催しま
す。また、障害者団体等の活動内容等のパネル等を地下道ギャラ
リーに展示します。

横須賀三浦地区ふれあい
広場の開催

障害福祉課
横須賀三浦地区の知的障害児者と家族や施設、関係団体等が地
域と親睦を深め、障害者への理解の促進と交流を進めます。

精神保健福祉セミナーの開催 障害福祉課
専門職による講義と地域の事業所での体験実習を通じて、市民が
精神障害者を取り巻く環境を理解し、共に生きる地域社会作りを
目指します。

学校における福祉教育の推進 教育指導課
児童生徒の発達の段階に応じて、社会科、家庭科、道徳等におい
て、障害者への理解を深める指導を行います。

障害者差別解消法の普及啓発 障害福祉課
市民、事業者等へ障害者差別解消法の普及を行い、障害者の権利
擁護を推進します。また、障害者差別解消支援地域協議会を設置
します。

市職員対応要領の周知研修
職員課

障害福祉課
市職員へ市職員対応要領の周知研修を行い、適切な対応を行いま
す。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

令和3年（2021年）1月14日、本田秀夫氏 オンライン講演会実
施。その後、録画をホームページにアップ（令和３年度（2021年
度）末まで）した。

コロナ禍で対面での講演会は難しく、オンラインで実施し
た。令和3年度（2021年度）は、感染症の状況を見ながら
対面にするか、オンラインで実施するか検討する。

継続

開催日時：令和3年（2021年）2月7日（日）
　　　　　　　13時30分～15時30分
場所：オンライン開催のみ
内容：「精神保健についての講演」
参加者：43～49人（オンラインのため変動あり）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、開催方法等の
検討が必要

継続

ヘルプマークを障害福祉課や支所等にて配布。 継続

新型コロナウイルス感染症予防の観点より令和2年度（2020年
度）は中止。

継続

新型コロナウイルス感染症予防の観点より令和2年度（2020年
度）は中止。

継続

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、開催方法等の
検討が必要。

継続

各教科、特別の教科道徳の時間の中で、共生について取り扱っ
た。

教科以外での道徳教育や福祉教育の体験活動や講演会な
どは、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となった。

継続

・市が作成した障害者差別解消法のリーフレットの窓口配架及び
市ホームページへの掲載。
・障害理解のためのパンフレット「みんなが笑顔になるために」を
窓口配架、学校等へ配布。
・鎌倉市障害者差別解消支援地域協議会　年間１回開催

障害者差別解消法についての周知、啓発の更なる推進。 継続

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修を中止した。 継続
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②権利擁護の推進、虐待の防止

事業名称 所管課等 事業内容

成年後見センターの運営
高齢者いきいき課

障害福祉課
専門職による成年後見制度の利用に関わる相談や、成年後見制度
の市民への啓発事業等を行う成年後見センターを運営します。

成年後見制度の利用支援
高齢者いきいき課

障害福祉課
成年後見制度利用時の手数料等を助成します。

成年後見制度連絡会
高齢者いきいき課

障害福祉課

成年後見制度に関わる相談機関と専門職等で構成される「かまく
ら成年後見制度連絡会」を実施し、相談対応および利用支援のた
めの情報共有と連携を図ります。

障害者虐待防止センターの運営 障害福祉課
障害者虐待防止のための啓発を行い、また、虐待が疑われる通
報、案件については、関係機関と連携し、緊急時の対応等を行いま
す。

第三者機関による苦情解決
体制の整備

発達支援室
あおぞら園における、福祉サービスに関する苦情について、第三
者機関を設置して対応します。

虐待防止の周知啓発
こども相談課

高齢者いきいき課
障害福祉課

児童、高齢者、障害者の虐待防止のため、児童虐待防止推進月間
等を利用して、周知啓発を行います。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

鎌倉市成年後見センターの運営を鎌倉市社会福祉協議会へ委託
した。
・相談件数（利用支援事業）：278件
・相談件数（専門相談事業）：18件
・講演会・研修会開催回数（普及啓発事業）
：4回（97人参加）

成年後見センターの存在を知らない等、周知が不足してい
る。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、講演会・研修会
の回数が大幅に減った。開催方法、運営等の検討が必要。

継続

鎌倉市成年後見制度利用支援事業助成金
：10件（高齢者：４件・障害者：６件）

利用者への更なる制度周知が必要。 継続

開催なし。 開催方法、運営等の検討が必要。 継続

虐待通報件数:6件 継続

・苦情申し出：０件
・あおぞら園の指定管理者制度導入に伴い、令和３年度（2021年
度）から指定管理者が設置。

継続

・３虐待合同で本庁舎ロビーにおいて周知・啓発を図った。
・コロナ禍により、例年実施していた地域包括支援センター職員向
け研修等は未実施。
・児童、高齢者、障害者の虐待防止のため、パネル展示による周知
啓発を行った（令和２年（2020年）10月29日～11月5日）。

・虐待は見えにくいことから、更なる普及啓発が必要。
・内容の充実

継続
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（４）福祉・生活支援の充実

①相談支援の充実

事業名称 所管課等 事業内容

相談支援の充実 障害福祉課
基幹相談支援センターを中核とし、関係機関との連携を図り、地域
での相談支援のネットワークを強化し、地域における障害者の
個々の状況に応じた支援を行います。

民生委員・児童委員による
相談・支援

生活福祉課
民生委員・児童委員による地域の障害者及び家族への相談・支援
を行います。

障害福祉相談員による
相談・支援

障害福祉課
鎌倉市障害福祉相談員による地域の障害者及び家族への相談・支
援を行います。

基幹相談支援センターの運営 障害福祉課
地域の障害者相談支援の中核となり、相談支援の質の向上のた
め、相談支援事業所の支援や相談専門支援員の育成及び鎌倉市
障害者支援協議会の事務局運営等を行います。

鎌倉市障害者支援協議会 障害福祉課

地域の関係者が集まり、情報の共有や地域の課題等を協議しま
す。各分野ごとの専門部会では、事業所連絡会等からの課題を扱
う等して協議を重ね、様々な取組を進めます。全体会では、専門部
会の協議結果をとりまとめ、施策への提言等を行います。

各種事業所連絡会 障害福祉課
居宅介護等同種の障害福祉サービスを提供する事業所が定期的
に集まり、情報共有や課題についての協議、勉強会等を実施しま
す。

②生活支援の充実

事業名称 所管課等 事業内容

在宅生活の支援 障害福祉課
生活全般にわたる相談支援により、居宅介護等のサービス利用に
つなげ、障害者の在宅生活を支援します。

短期入所サービスの充実 障害福祉課
自宅で介護する人の疾病やレスパイト等のために、圏域での拠点
事業所配置事業での利用を含め、障害者が身近な地域で利用でき
る短期入所サービスの充実を図ります。

訪問入浴サービスの実施 障害福祉課
自宅で入浴することが困難な重度障害者を対象に、居室に浴槽を
運んで入浴を行う訪問入浴サービスを実施します。

障害福祉サービス利用者
負担の軽減

障害福祉課
障害福祉サービスのうち、施設入所支援を除くサービスに要した
費用の利用者負担額の一部を助成し、障害者の経済的負担の軽減
を図ります。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

・指定特定、指定障害児相談支援事業所：13ヵ所
・委託相談支援事業所：３ヵ所
・鎌倉市基幹相談支援センターの運営

・複合、困難ケースの増加等による委託相談支援事業所に
おける負担感の増。
・障害福祉サービス利用者増加に対する相談支援専門員数
の不足。
・セルフプランの増加に伴い、障害福祉サービスの適正利
用に向けた取組についての検討が必要。

拡大・前進

民生委員の活動状況：57件
（障害者に関すること）

精神障害者の難しいケースへの対応や、病識のない家族や
当事者等への対応など民生委員の介入を拒否するケース
への対応が課題である。

継続

相談員：6名
相談件数：延べ154件

継続

・総合相談支援事業
　総合相談窓口、相談支援事業所の支援、関係機関連携
　相談支援者育成（相談支援専門員研修会２回、事例検討会４回）
・鎌倉市障害者支援協議会の企画運営
・市民向け講演会実施（令和３年（2021年）１月23日（土）福祉セ
ンター）

・相談支援に関する様々な課題等に対応するための機能等
の拡充が必要。

拡大・前進

委員数：全体会　20人　、専門部会　19人
会議開催回数：全体会　２回
地域生活支援拠点検討部会　２回
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」検討部会
２回

・新型コロナウイルス感染症による会議開催方式の見直し。
・より協議を充実させるような組織、運営等の見直し。
・こどもと教育に関する専門部会の協議内容の検討。

継続

相談支援事業所連絡会　4回
居宅支援事業所連絡会　４回
児童通所支援事業所連絡会　1回

継続

2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

延べ利用人数：2,790人
公費負担額：185,257千円

市内に重度訪問介護を実施する事業所がなく、市外の事業
所が対応している。

継続

事業所数：6箇所
・市内福祉型事業所 3箇所
・市内医療型事業所 2箇所
・短期入所拠点事業所配置事業 1箇所
　（湘南東部あんしんネット）

医療型短期が増えたが短期入所施設が市内に全体的に少
なく、緊急時に利用できる施設が少ない。

継続

対象者数：10人
決算額：6,079千円

継続

利用者負担額について、市独自の軽減を継続して実施。
決算額：303千円

令和３年（2021年）４月１日で廃止。
（令和３年度（2021年度）末まで経過措置あり）

縮小・廃止・見直し
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事業名称 所管課等 事業内容

補装具費の支給と自己負担額
の助成

障害福祉課
身体障害児者の身体機能を補完または代替するために、身体障害
児者が装着、装用する義肢、車いす、盲人安全杖、補聴器等の用具
（補装具）費を給付し、自己負担額の助成を行います。

日常生活用具の給付 障害福祉課
障害児者及び難病患者等の日常生活の便宜を図ることを目的と
して、障害の特性や生活状況に合わせた日常生活用具を給付しま
す。

障害者福祉手当（市）の支給 障害福祉課
在宅の障害児者の方に、障害程度に応じて、市の手当を支給しま
す。

特別障害者手当（国）の支給 障害福祉課
在宅の特別重度障害者で、日常生活において常時特別な介護を必
要とする20歳以上の方を対象に、国の手当を支給します。

障害児福祉手当（国）の支給 障害福祉課
在宅の20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする方
を対象に、国の手当を支給します。

在宅重度障害者等手当
（県）の支給

神奈川県
障害福祉課

在宅で常時介護を要する重度重複障害の方や国の福祉手当を受
給している方に、県の手当を支給します。

外国籍障害者等福祉給付金の支給 障害福祉課
在日外国人の障害者で、公的年金の受給要件を、制度上、満たす
ことができない方を対象に、福祉給付金を支給します。

障害基礎年金の受付
保険年金課
年金事務所

国民年金法の障害等級1級、2級に該当し、一定の条件を満たす方
からの、障害基礎年金の申請を受け付けます。

特別障害給付金の受付 保険年金課
国民年金の任意加入対象期間に加入をしていなかったことで障害
基礎年金等が受給できない方で、一定の条件を満たす方からの特
別障害給付金の申請を受け付けます。

ファミリーサポートセンター
の運営

こども相談課
育児の手助けをして欲しい方、その手伝いをしたい方が互いに助
け合う会員組織です。障害児に関しては、特別支援学校への送迎
や放課後の預かりサービスの提供を行います。

特別児童扶養手当の支給 こども相談課
在宅で障害児（20歳未満）を養育している方を対象に、障害の程
度に応じて、特別児童扶養手当を支給します。

声かけふれあい収集 ごみ減量対策課

クリーンステーション（ごみ集積場）まで、ご自分でごみや資源物を
運び出すことが困難な高齢者や障害者の世帯を対象に、週に1回、
市職員が戸別に声をかけて安否の確認をするとともに、ごみ出し
の負担を軽減します。

有料袋（指定収集袋）の減免 ごみ減量対策課
在宅で腹膜透析を実施している方、ストーマ装具を使用している
方を対象に、一定枚数の指定収集袋を無料で交付します。

身体障害者補助犬登録等
手数料の免除

環境保全課
狂犬病予防法に基づく犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票
交付手数料について、身体障害者補助犬を所有する方の手数料を
免除します。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

補装具（障害者）
件数：206件
決算額：19,060千円
補装具（障害児）
件数：79件
決算額：10,620千円

継続

日常生活用具（障害者）
件数：2,200件
決算額：35,029千円
日常生活用具（障害児）
件数：118件
決算額：2,885千円

継続

・身体障害及び知的障害支給対象者
　延28,693月
　決算額：57,386千円

・精神障害支給対象者
　延1,710月
　決算額：3,402千円

・決算額：合計60,788千円

継続

件数：1,145件
決算額：32,244千円

継続

件数：544件
決算額：8,206千円

継続

対象者：150人（支給停止者数除く） 継続

対象者：1人
決算額：312千円

継続

新規申請：57件
受給権者：2,340人　（令和３年（2021年）３月末時点）

特になし 継続

新規申請：０件
受給権者：16人　（令和３年（2021年）３月末時点）

特になし 継続

特別支援学校・支援学級への送迎：239件
送迎及び帰宅後の預かり：71件
その他の支援：57件
計367件の支援を行った。

障害児の支援ができる支援会員が少ないため、いかに増員
を図るかが課題となる。

継続

資格者数：182人
（受給者：138人・支給停止44人）

手帳取得者以外への周知が課題となる。 継続

実施世帯数：567件
対象者数：689人
（うち障害者数：50人）

寝たきりの状態にある利用者や認知症状のある利用者の
安否確認。介護ヘルパー等との連携を密にとっていくこと。

継続

腹膜透析実施者：34人
ストーマ装具使用者：291人

継続

0件 該当する身体障害者への周知 継続
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事業名称 所管課等 事業内容

水道料金、下水道使用料の減免
県鎌倉水道営業所

下水道経営課
重度の障害者等がいる世帯に対し、水道料金と下水道使用料の基
本料金及び基本料金の消費税相当分を減免します。

地域移行の推進 障害福祉課
住宅施策等と連携しながら、地域での生活を支援する体制を推進
します。

地域生活支援拠点の整備 障害福祉課

地域における障害者の生活を支えるための拠点について、面的な
整備等検討し事業者と協力しながら整備をします。地域移行等の
相談、グループホーム等の体験、短期入所等の緊急時受け入れ、専
門性のある人材の確保、地域の体制づくり等の機能を想定してい
ます。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

引き続き事業を実施。
下水道使用料減免
申請数：   計190件
身体障害者：174件
知的障害者：  　5件
精神障害者：  10件
重複障害者：    1件

特になし 継続

・地域移行者：７人（地域移行支援利用実績）
・鎌倉市居住支援協議会（都市整備総務課所管）への参加

地域における生活の場の確保、生活を支援するための体制
の整備等。

継続

・鎌倉市障害者支援協議会における検討（全体会での意見交換、
地域生活支援拠点検討部会での検討）
・相談支援事業所連絡会における意見交換、事例検討等
・基幹相談支援センターとの協議
・基幹相談支援センターによる相談支援専門員研修会の実施
・障害者緊急一時保護事業における対象者の拡大

・限られた社会資源の中での実施可能な機能等の検討。
・拠点整備に向けたロードマップの整備

拡大・前進
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③日中活動支援の充実

事業名称 所管課等 事業内容

日中活動の支援 障害福祉課
生活介護、移動支援、日中一時支援等のサービスを充実し、日中活
動の支援を行います。

地域活動支援センター事業の実施 障害福祉課
障害者の日中活動を支援するため、創作的活動や生産活動等を行
う機会を提供し、地域との交流等の拠点となる地域活動支援セン
ター事業を実施します。

施設通所交通費の支給 障害福祉課
在宅の障害者が福祉施設に訓練や作業のために公共交通機関を
使って通所する場合に、交通費を支給します。

福祉タクシー券・ガソリン券等の交
付

障害福祉課
重度障害者の社会参加を促進するため、タクシー利用料金、自動
車燃料費、福祉有償運送料金を助成します。

神奈川県障害者スポーツ大会
への参加支援

神奈川県
障害福祉課

神奈川県・相模原市共催の障害者スポーツ大会への参加支援を行
い、障害者の社会参加や交流を図ります。

障害者団体への支援 障害福祉課
障害者団体のスポーツ、レクリエーション等の活動に対して助成し
ます。

自動車改造費の助成 障害福祉課
身体障害者が、自ら所有し運転する自動車を改造する場合の費用
の一部を助成します。

下肢等障害者自動車運転訓練費
の助成

障害福祉課
障害の程度が1級から4級までの下肢等の障害者又は1級の上肢
の障害者が、自動車運転免許証を取得するために、技能講習に要
した費用の一部を助成します。

地域福祉活動による支援の推進
生活福祉課

社会福祉協議会
民生委員・児童委員及びＮＰＯ法人等が実施する地域福祉活動を
支援します。

障害者スポーツの普及 スポーツ課

障害者スポーツの紹介
①ニュースポーツを紹介するイベント「スポーツ・レクリエーション
フェア」等にて、パラスポーツの体験会や競技種目を説明したパネ
ルの展示、競技用の装具の展示等を行います。
②市立小中学校と連携し、パラスポーツ選手による実技指導や経
験談を聞く等、選手とのふれあい体験を行います。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

・移動支援
　延べ利用人数：2,131人
　決算額：58,697千円
・日中一時
　延べ利用人数：106人
　決算額：1324千円

市内に日中一時支援事業所は2箇所のみとなっている。
今後は更なるサービスの充実を図る必要がある。

継続

Ⅰ型（2箇所）、Ⅱ型（1箇所）、Ⅲ型（8箇所）において、障害者の日
中活動の場を確保した。
・Ⅰ型　延べ利用人数　7,694人
・Ⅱ型及びⅢ型　契約者数　179人

障害者の日中活動の場を確保できるよう、生産活動の機会
の提供や地域住民に対して障害への理解・啓発を行う必要
がある。

継続

延4,912人、決算額32,897千円
経費の増加傾向に対する制度維持のための見直し検討が
必要。

継続

・タクシー利用券
　支給者数：1,029人
　決算額：15,656千円
・自動車燃料利用券
　支給者数：　702人
　決算額：12,198千円
・福祉有償運送利用券
　支給者数：　 １２人
　決算額：　　105千円

継続

新型コロナウイルス感染症予防の観点より令和2年度（2020年
度）は中止。

継続

６団体へ助成
決算額：1,576千円

継続

件数：1件
決算額：100千円

継続

件数：0件
決算額：0円

令和３年（2021年）4月1日で廃止。 縮小・廃止・見直し

サマースクール及びふれあいフェスティバル関係の事業中止
【中止の理由】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

民生委員の活動状況（障害者に関すること）：５７件

継続

新型コロナウイルス感染拡大の影響によりイベント中止。 継続
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（５）保健・医療の推進

①健康づくりの推進

事業名称 所管課等 事業内容

障害者施設訪問歯科検診
鎌倉市歯科医師会

県鎌倉保健福祉事務所
障害福祉課

鎌倉市歯科医師会と県鎌倉保健福祉事務所で、障害者施設を訪
問し、検診や歯みがき指導及び医院の紹介等を行います。

家庭訪問 市民健康課
家庭での育児、養育方法等の相談・支援や、障害等により生活に困
難がある人に対し、保健師等が訪問し、家庭生活に対する助言を
行います。

乳幼児健康診査・育児教室・健康相談 市民健康課
乳幼児の健やかな発育・発達を目指し、節目の時期に健康診査等
を実施します。

障害者歯科診療 市民健康課
鎌倉市口腔保健センター（鎌倉市台2－8－1　台在宅福祉サービ
スセンター1階）で、障害者歯科診療を実施します。

②医療サービスの給付

事業名称 所管課等 事業内容

自立支援医療（精神通院医療） 障害福祉課
精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、
通院のための自立支援医療費の支給を行い、医療費の自己負担
を軽減します。

自立支援医療（更生医療） 障害福祉課
身体障害者の障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に
効果が期待できる場合に、更生のために必要な自立支援医療費の
支給を行い、医療費の自己負担を軽減します。

自立支援医療（育成医療） 障害福祉課
障害児の身体障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に
効果が期待できる場合に、生活の能力を得るために必要な自立支
援医療費の支給を行い、医療費の自己負担を軽減します。

障害者医療費の助成 障害福祉課
一定の障害者の健康保険適用となる医療費の自己負担分を助成
します。

相談支援のための精神保健福祉情
報ガイド☆かまくらの配布

障害福祉課
鎌倉市障害者支援協議会で作成した「相談支援のための精神保健
福祉情報ガイド☆かまくら」を配布し、精神保健福祉相談に関して
支援者等の手助けとなる情報を広く周知します。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

新型コロナウイルス感染症予防の観点より令和2年度（2020年
度）は中止。

継続

・母子：実人数1,894人　延人数1,960人
・成人・高齢者：実人数８人　延人数20人

母子：虐待疑い事例の増加、保護者の精神疾患、育児能力
の低下、経済的不安定等
成人・高齢者：重複問題家庭（発達障害、精神障害、介護、経
済面等）

各家庭の状況に合わせ、関係機関と連携しながら実施して
いく必要がある。

継続

・４か月児健康診査：933人（受診率100.0％）
・お誕生前健康診査：996人（受診率99.8％）
・1歳6か月児健康診査：986人（受診率94.9％）
・2歳児歯科健康診査：329人（受診率30.0％）
・3歳児健康診査：977人（受診率86.2％）

未受診児に対する受診勧奨等、早期からの支援に向け、
フォロー体制を強化していく。

継続

・診療日数　47日
・患者数　　387人

週１回の診療であるが、需要が高く診療回数を増やすか検
討が必要である。
来所による診療に合わせ、訪問診療（指導）もケースによっ
ては考える必要がある。

継続

2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

受給者：2,852人 継続

受給者：158人
決算額：62,512千円

継続

受給者：８人（継続５人、新規３人）
決算額：354千円

継続

対象者数（令和3年（2021年）3月末）：4,112人
決算額：546,827千円

令和元年度（2019年度）は対象者、決算額ともに増加して
いたが、令和２年度（2020年度）は決算額に関して減少し
ている。

継続

ホームページへの掲載、市内医療機関等への配布や窓口等で配
架、配布した。

・内容の更新。
・ガイドブックの更なる活用機会、活用方法の検討。

継続
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（6）雇用・就労支援の推進

①継続的な就労支援の推進

事業名称 所管課等 事業内容

就労移行支援の利用推進 障害福祉課
就労を希望する障害者に、一定期間、訓練等を行い、一般就労へ
つなげるための就労移行支援の利用を推進します。

就労支援の推進 障害福祉課
障害者の一般就労に関し、総合的な支援を行う就労支援センター
機能について検討します。また、就労移行支援事業所等と連携し、
就労後の定着支援を推進します。

庁内就労体験実習の推進 障害福祉課
知的障害者や精神障害者の一般就労を支援するため、就労移行支
援事業所と連携等して、市役所内の様々な業務で就労体験実習を
行います。

仕事応援ガイドブックの配布 障害福祉課
鎌倉市障害者支援協議会で作成した「仕事応援ガイドブック」を配
布し、就労を支援する事業所への通所を検討する際等に参考とな
る市内事業所の情報を広く周知します。

②多様な雇用の促進

事業名称 所管課等 事業内容

障害者雇用の推進
障害福祉課

商工課
農水課

働く意欲のある障害者がいきいきと働けるよう、障害者2000人
の雇用を目指し、地域の事業者等に働きかけ、障害者雇用を促進
します。

障害者雇用奨励金の交付 障害福祉課
知的障害者や精神障害者を雇用している中小企業の事業主及び
就労継続支援Ａ型事業所に対して、雇用した障害者につき奨励金
を支給し、障害者雇用の推進を図ります。

障害者雇用連絡会・就労支援
関係機関会議

よこすか障害者就業
・生活支援センター

障害福祉課

ハローワーク、労働局、市町障害福祉担当、障害福祉施設、障害者
職業センター、養護学校等、障害者就労の関係機関が集まり、障害
者就労の現状と情報交換、意見交換による課題の共有と連携体制
の推進を図ります。

鎌倉ふれあいショップの開催 障害福祉課
市役所本庁舎ロビーや鎌倉生涯学習センターロビーで、障害者各
施設の手作り品や食品等の販売を行い、障害者への理解と製品の
販売促進を図ります。

障害者就労施設等からの物品等
の調達の推進

各課
障害福祉課

障害者就労施設等からの市の物品調達や役務の提供を推進し、施
設等の売上げの向上を図ります。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

延べ利用人数：495人
公費負担額：91,127千円

継続

障害者二千人雇用センター実績
・一般就労者　39人
・相談件数　障害者相談2,837件、事業主相談735件

国の制度である就労定着支援の対象とならない障害者か
らの支援希望が増加している。

継続

養護学校実習１件
新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、今後も養護学校
に実習受け入れについて周知するほか、養護学校以外の実
習生の受け入れの検討が必要である。

継続

・内容を更新
・ホームページへの掲載、就労支援事業所等への配布や窓口等で
配架、配布した。

継続

2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

多様な働く場の確保として、令和２年度（2020年度）より市内に
就労支援事業所を開設した事業所に対する補助金及び農福、水
福連携に取り組む事業所への補助金を新たに創設した。

障害者雇用に取り組む事業所への一層の情報提供と雇用
義務非該当事業所への啓発の充実が必要である。また、農
福、水福連携による就労の場の多様化の推進が必要であ
る。

継続

一般企業：10社
（知的8人・精神５人）
決算額：2,300千円
A型事業所：７事業所
（知的13人・精神９人（精神障害者保健福祉手帳不所持　１人含
む））
決算額：1,553千円

給付対象者の減少から、給付実績が減少している。新たに
障害者雇用を行った事業所が申請漏れとならないよう奨
励金制度について企業・事業所への周知活動を一層強化し
ていく必要がある。

継続

障害者雇用連絡会：１回開催（書面会議）
新型コロナウイルス感染症感染防止対策を徹底した上で、
開催の可否について判断する。

継続

市役所本庁舎1階で36回実施
大船駅モノレール改札口で1回実施（12団体が出店）

新型コロナウイルス感染症拡大予防のための開催回数の減
少。

継続

調達実績：2,113千円

令和元年度（2019年度）の調達実績は、調達目標額の
300万円を上回ったが、令和２年度（2020年度）は、コロ
ナウイルス対策の予算を確保する必要があることから、全
庁的に不急事業の予算凍結に取り組んでいるため、予算執
行額も減少見込みのため、本年度目標額である300万円
達成のためにも、障害福祉課だけではなく、各課への制度
周知等が必要である。

継続
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事業名称 所管課等 事業内容

障害者就職面接会
商工課

障害福祉課

障害のある求職者が、障害者雇用を希望する企業と面接を行い、
一人でも多くの障害者が雇用できるよう、就職面接会をハロー
ワーク藤沢と共に鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、神奈川県の
共催で行います。

障害者法定雇用率未達成
事業所訪問

商工課
障害福祉課

ハローワーク藤沢の協力を得て、障害者法定雇用率未達成事業所
を訪問し、一人でも多くの障害者が就職できるよう、事業所の理
解を求めていきます。

市職員の障害者雇用の推進
職員課

障害福祉課

市役所内に障害者のワークステーションを設置し、庁内の事務作
業等を行います。併せて各職場における障害者雇用を推進しま
す。

総合評価競争入札における障害者
雇用企業に対する加点

契約検査課
総合評価競争入札の評価項目に「障害者の雇用の有無」を設け、
雇用している企業に対し、加点を行います。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年度
（2020年度）は中止。

新型コロナウイルス感染症感染防止対策を徹底した上で、
開催の可否について判断する。

継続

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年度
（2020年度）は中止。

新型コロナウイルス感染症感染防止対策を徹底した上で、
開催の可否について判断する。

継続

・ワークステーションかまくらにおいて６人の障害者を雇用し、庁
内各課からの業務依頼により業務経験を積むことができた。

・職員採用試験（障害者採用）を実施し、１人を令和３年（2021
年）４月から採用した。
・会計年度障害者事務補助職員採用試験を実施し、１人を令和３
年（2021年）４月から採用した。
・令和２年（2020年）６月１日時点の法定雇用率　2.56％

・ワークステーションかまくらにおいては庁内から多様な業
務依頼を集めることと、原課事務室内で行う業務を拡大し
ていくことが必要。
・採用試験を経て採用された者については配置先の体制に
配慮が必要。

継続

実績なし 継続
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（７）子どもへの支援の充実

①早期発見、早期療育の推進

事業名称 所管課等 事業内容

5歳児すこやか相談の実施 発達支援室
子どもの健やかな成長を支援するために、5歳児すこやか相談を
実施し、特別な支援が必要な子どもを早期に発見し、適切な支援
や保護者の相談機会をつくります。

発達相談 発達支援室
子どもの発達の心配や生活上の悩み等について、専門職員が関係
機関と連携を図りながら、ライフステージに応じた相談と支援を行
います。

発達支援システムネットワーク 発達支援室
医療、保健、福祉、教育、労働その他関係機関が相互に緊密な連携
をはかり、特別な支援を必要とする子どものライフステージに応じ
た一貫した支援を行います。

発達支援指導 発達支援室
言語機能、運動発達、知的発達等に支援が必要な子どもに対する
言語指導、リハビリ指導、発達指導を行います。

児童発達支援センターにおける
支援の実施

発達支援室
発達につまずきのある幼児を対象に、集団生活や遊びを通して、
基本的な生活習慣、情緒、社会性等の発達を援助するとともに、保
護者への相談支援を実施します。

サポートファイルの活用 発達支援室

特別な支援を必要とする子どもがライフステージに応じた切れ目
のない支援を受けられるよう、保護者と関係機関が子どもの情報
を共有するツールであるサポートファイルの周知と有効活用に向
けた取組を行います。

発達支援サポートシステムの推進 発達支援室
発達支援に関する理解と具体的な支援技術の向上を目指すサ
ポーター養成講座を実施するとともに、講座受講者の有効活用を
図ります。

障害児通所支援事業所情報ブック
の配布

障害福祉課

鎌倉市児童通所支援事業所連絡会で作成している「鎌倉市障害児
通所支援事業所情報ブック」を配布し、療育を行う放課後等デイ
サービス等の利用を検討する際に参考となる市内事業所の情報
を広く周知します。

小児慢性特定疾病児童等
日常生活用具の給付

障害福祉課
小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図るため、日常生
活用具を給付します。

軽度・中等度難聴児補聴器
購入等補助

障害福祉課
障害者総合支援法による補聴器支給の対象とならない軽度・中等
度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援す
るため、補聴器購入費用を助成します。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

市内在住の５歳児全員に実施：1,169人
（公立保育園5園、民間保育園22園、幼稚園19園、認定こども園
５園　計51園）

在宅及び市外園利用児の対応については、更に検討が必
要。

継続

新規相談：延べ361人
小児神経科相談：０人（小児神経Dr不在）

相談内容の複雑化により、対応する職員も幅広い知識や専
門性が求められる。
職員の専門性向上の取り組みが必要である。

継続

新規対象ケース：０ケース
児童福祉法のサービス利用対象児は主に障害児相談支援として
相談支援事業所が対応。

継続

発達支援指導（実人数：201人　延べ：1,786人）
ひよこグループ（実人数：26人　延べ：65人）

継続

実利用児数：28人
延べ：3,759人
・令和３年度（2021年度）から児童発達支援センターの運営に指
定管理者制度を導入。

継続

庁内配架先：障害福祉課、教育指導課、教育センター
保護者向け学習会：１回実施

今後も関係機関、保護者への周知を図っていく必要があ
る。

継続

・サポーター養成講座（基礎講座）通年講座：
　７日間　７講座（延べ：357 人）
・サポーター養成講座（基礎講座）夏季集中講座：
　３日間　７講座（延べ：258人）
・フォローアップ講座（基礎講座全講座修了者）：
　１日間　（66人）

令和2年度（2020年度）は、基礎講座通年講座をコロナ禍
のためZoomで行った。講座受講修了者で小中学校での活
動希望者を名簿登録し、市内小中学校25校で活動を行っ
た。名簿登録者と活動を依頼する学校側とのマッチングに
ついては課題があり、名簿登録内容の見直しをした。また、
就学前の子どもの所属先（幼稚園、保育園、認定こども園
等）における活動としてモデル園1園において試行した。

継続

・内容を更新。
・インターネット上にフェイスブックページを作成し、情報ブックの
電子データを公開。
・学校等教育関係にも関係者を通して一部配布。

継続

件数：０件
決算額：0円

継続

件数：5件
決算額：337千円

継続
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②障害特性に応じた保育、教育の充実

事業名称 所管課等 事業内容

障害児保育の推進 保育課
障害のある子どもの状態に応じて、認定こども園、幼稚園及び保
育園での集団生活の中で、お互いの理解を深め協力しながら育っ
ていけるよう関係機関と連携し、障害児保育を進めます。

障害児の子どもの家への受入れ 青少年課
子どもの家の利用を希望する障害児を受け入れます。受入れに伴
う体制整備等、環境を整えます。

巡回相談事業 発達支援室
幼稚園、保育園、認定こども園等に専門職が訪問して、発達に支援
が必要な子どもの相談と助言を行います。

保育所等訪問支援 発達支援室
障害のある子どもが集団生活を営む保育園、幼稚園及び子どもの
家等に専門職が訪問し、集団生活適応のための本人や職員に対す
る支援を行います。

特別支援保育運営費補助金の交付 発達支援室

特別な支援を必要とする子どもを積極的に受け入れる体制整備
の促進のため、市内の幼稚園、認定こども園、私立保育所における
特別な支援を必要とする子どもの保育にかかる運営費について
補助金を交付します。

特別支援教育の推進 教育指導課
障害のあるなしに関わらず、様々な課題を抱えた児童生徒一人ひ
とりのニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善または克服す
るために、適切な教育や指導を通して必要な支援を行います。

特別支援学級の充実 教育指導課
障害のある児童生徒を対象に、それぞれに対応した教育課程によ
り指導を行います。小学校、中学校全校に設置します。

就学相談 教育指導課
特別な支援を必要とする児童生徒一人ひとりの、教育的ニーズを
的確に把握することに努めます。また、保護者の理解と協力を得
るために就学相談を行います。

学級介助員の配置及び学級支援員
の派遣

教育指導課
特別支援学級及び通常学級に在籍の児童生徒の学校生活におけ
る生活支援を行います。

スクールアシスタントの配置 教育指導課
教員免許を有する非常勤嘱託員が、小学校通常学級に在籍してい
る支援を必要とする児童に対して、授業中の学習面での支援を行
います。

特別支援教育巡回相談員 教育指導課
心理面・発達障害等の専門知識を有する相談員が、支援を必要と
する児童生徒の実態把握、適切な支援についての助言、校内支援
体制整備への助言を行います。

言語・難聴通級指導教室
（ことばの教室）

教育指導課
ことばやきこえに支援や特別な訓練が必要な児童を対象に、個別
指導を行います。

機能訓練 教育指導課
保護者や関係機関との連携の中、肢体不自由児童・生徒の運動機
能を維持するための訓練を行います。

情緒通級指導教室（つどいの教室） 教育指導課
人間関係づくりや集団参加を苦手とする児童を対象に、社会性を
身につけるため、少人数グループのソーシャルスキルトレーニング
を行います。

教育相談体制の充実 教育センター
様々な支援を必要とする児童生徒に、きめ細かな対応を行うた
め、小中学校へのスクールカウンセラー（心理）やスクールソーシャ
ルワーカー（福祉）の配置を進めます。
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2020年度実績 2020年度に事業を実施してきた中での課題
令和３年

（20２1年度）
事業の方向性

公立保育所：５箇所　27人
民間保育所：16箇所　36人

総合保育の実施にあたり、障害児の加配配置保育士の確保
が困難であること。

継続

受入施設数:7施設
受入人数:12人

障害児を受け入れるための施設整備及び障害児の対応に
関して理解を深める必要がある。

継続

81回（延べ：175人）
感染症の状況により、巡回相談は９月から開始した。
引続き、感染防止対策を施して実施する。

継続

2人（延べ：17人）
・令和３年度（2021年度）からは、児童発達支援センターの業務
として指定管理者が引き続き実施する。

継続

交付園：10園
実人数：45人

支援を必要とする子どもの受け入れが進んでいる事に伴
い、補助金の交付人数が増加している。
身近な地域で支援が受けられる体制づくりのため、発達支
援コーディネーター養成講座を開始する。

継続

「特別支援教育推進計画」に基づき、インクルーシブ教育の推進
と、教育相談コーディネーターを中心とした校内支援体制の充実
を図った。

特別支援やインクルーシブ教育に関する研修や連絡会等に
ついては、新型コロナウィルス感染症対策のため実施でき
なかった。

継続

令和３年度（2021年度）に今泉小学校に特別支援学級を設置す
るための準備委員会を開催し、消耗品、備品、レイアウト、教育課
程について検討した。令和４年度（2022年度）以降の設置校につ
いて検討した。

未設置校４校について、設置の計画を進めていく。 拡大・前進

1人1人に適した学びの場の選択を支援することに努めた就学相
談を行った。
就学相談人数　新就学児童　23人、入学に係る相談のみ　32人、
通級指導教室に係る相談　38人、既就学（転籍）児童生徒　32
人、転入に係る相談のみ　８人

継続

25校全校に配置。特別支援学級20校40人。通常級25校22
人。

多様な教育的ニーズを抱えた児童生徒の増加に伴い、人的
支援は未だ不足している状態である。

拡大・前進

小学校全校に配置。T/Tや取り出しの個別指導での学習支援を
行った。
実施時間：個別指導：1,091時間、対象児童1,412人、
T/T指導：6,040時間、その他指導：2,179時間

多様な教育的ニーズを抱えた児童生徒の増加に伴い、人的
支援は未だ不足している状態である。

継続

事業廃止（令和元年度（2019年度））
巡回相談員の制度は教育センターの教育相談員へ移行

縮小・廃止・見直し

令和２年度（2020年度）ことばの教室通級者数177人、きこえの
教室通級者数2人。（令和２年（2020年）５月１日現在）

通級指導を必要とする児童の増加。 継続

肢体不自由特別支援学級の自立活動にて機能訓練を行った。 継続

令和2年度（2020年度）つどいの教室通級者数110人
（令和２年（2020年）５月１日現在）

継続

・小学校16校に月２ 回の教育相談員を派遣した。
・中学校9校に週１回年間280時間、スクールカウンセラーを配置
（県事業）。スクールカウンセラーの勤務日のうち、月半日程度小
学校に訪問し相談活動を行った。
・市で年間108日、県で年間70日スクールソーシャルワーカーが
勤務し、要請に応じて学校に派遣した。

教育相談員の小学校派遣を月２回にすることで教員・保護
者等のニーズに応えられることが多くなった。令和３年度
（202１年度）も月２回の派遣を実施し、さらに相談者の利
便性の向上を図っていきたい。

継続
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第４章 第 5期鎌倉市障害福祉サービス計画 
 
１ 障害福祉サービスの成果目標及び実績 

 

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するた

め、国が示した基本指針に即して、必要な障害福祉サービスや障害児通所支援等の提供体制

の確保に向けた成果目標を設定しています。 

成果目標は、平成30年度（2018年度）から令和2年度（2020年度）までの３年間にかか

る数値等の目標で、最終年度である令和 2年度（2020年度）を目標年度としています。 

令和２年度（2020年度）の数値目標及び実績については以下のとおりです。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

地域生活への移行を進める観点から、施設入所者のうち、地域生活（グループホーム、一般

住宅等）に移行する人の目標値を設定しています。 

  

《福祉施設から地域生活への移行者数》 

 ア 課題 

・住宅を含め受け入れ先の確保及び受け入れ後の支援体制が整っていない。 

・地域移行支援の利用促進。 

・重度障害者や医療的ケア、強度行動障害等、専門性の高い支援が必要な障害者の対応が 

出来るグループホームがない等。 

 

イ 本市の成果目標 

項 目 数 値 備 考 

平成 28年度（2016年度）末の 

施設入所者数（Ａ） 
115人  

【目標】 

令和 2年度（2020年度）末の 

地域生活移行者数（Ｂ） 

11人 
（A）のうち、9.6％が地域生活へ 

移行する 

 

【基本指針に定める目標値】 

  令和 2年度（2020年度）末において、平成 28年度（2016年度）末時点の施設入所者

数の 9％以上が地域生活（グループホーム、一般住宅等）へ移行する。 
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ウ 実績 

項 目 数 値 備 考 

令和２年度（2020年度）末の 

施設入所者数 
109人  

 

《施設入所者数の削減》 

 

ア 課題 

・住宅を含め受け入れ先の確保及び受け入れ後の支援体制が整っていない。 

・地域移行支援の利用促進。 

・重度障害者や医療的ケア、強度行動障害等、専門性の高い支援が必要な障害者の対応が 

出来るグループホームがない等。 

 

イ 本市の成果目標 

 

ウ 実績 

   

 

 

項 目 数 値 備 考 

新たな施設入所者数（C） 8人 

令和2年度（2020年度）末までに新

たに施設入所が必要な利用者数 

見込 

令和 2年度（2020年度）末の 

施設入所者数（D） 
112人 

令和 2年度（2020年度）末の 

利用者数見込（A－B＋C） 

【目標】 

施設入所者数削減見込（E） 
3人 差引減少見込数（A―D） 

項 目 数 値 備考 

令和２年度（2020年度） 

新たな施設入所者数 
７人 

 

令和２年度（2020年度）末の 

施設入所者数 
109人 

 

令和２年度（2020年度）の 

地域生活移行者数 
０人 

死亡者や介護保険制度へ移行した

者は含みません。 

【基本指針に定める目標値】 

  令和 2 年度（2020 年度）末の施設入所者数を平成 28 年度（2016 年度）末時点の施

設入所者数から 2％以上削減する。 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

    精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、

障害福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域

包括ケアシステムの構築を目指す新たな政策理念を踏まえ、保健・医療・福祉関係者による協

議の場の設置が求められています。 

 

ア 課題 

 ・神奈川県においても、関係者による協議の場を設置しており、協議内容や役割等の精査、連 

携を図ることが必要。 

   

イ 本市の成果目標 

令和 2 年度（2020 年度）末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置しま

す。 

 

  ウ 実績 

鎌倉市障害者支援協議会の専門部会に精神保健福祉部会を平成 30 年度（2018 年度）

より設置し、精神障害者に関する地域課題を抽出、協議してきました。 

令和２年度（2020 年度）からは、これまでの精神保健福祉部会における協議をふまえ、

新たに「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」検討部会を設置し、保健・医療・福祉

関係者による協議の場として位置付けました。 

 

 

【基本指針に定める目標値】 

  令和 2年度（2020年度）末までに、全ての市町村ごとに協議会やその専門部会等保健・

医療・福祉関係者による協議の場を設置する。 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

 

    障害者等が地域で安心して暮らしていけるよう、地域支援のための拠点の整備や、地域の事

業者が機能を分担して担う体制等の整備を推進していきます。 

 

地域生活支援拠点等の整備にあたって求められる機能 

○相談（地域移行、親元からの自立等） 

○体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等） 

○緊急時の受入れ・対応（ショートステイの利便性、対応力向上等） 

○専門性（人材の確保・養成、連携等） 

○地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等） 

 

 

ア 課題 

・利用者、家族を取り巻く専門職や地域住民に対しての拠点等の理解促進や課題の共有。 

・重度障害者や医療的ケア、強度行動障害等、専門性の高い支援が必要な障害者の対応が出 

来る地域の社会資源がない。 

  ・看護師の配置等専門職の人材確保が難しい。 

  ・機能を検討していく上で、障害別のニーズ把握が必要。 

 

イ 本市の成果目標 

・令和 2年度（2020年度）末までに地域生活支援のための拠点等を 1つ整備します。 

 

ウ 実績 

    令和２年度（2020 年度）から、鎌倉市障害者支援協議会に地域生活支援拠点検討部会を

設置し、これまでの協議会等での協議において整理した課題をふまえ、機能整備に向けた具

体的な検討を行いました。 

    また、整備に求められる機能のうち、「緊急時の受入れ・対応」について、既存の障害者緊急

一時保護事業の対象を拡大し、介護者の急病等緊急的な事情が生じた場合に受入れを行う

体制を整備しました。さらに「専門性」についても、鎌倉市基幹相談支援センターによる相談

支援専門員研修会を年間２回実施し、専門的人材の養成に取組みました。 

    

 

 

【基本指針に定める目標値】 

  地域生活支援拠点等について、令和 2 年度（2020 年度）末までに各市町村又は各圏域

に少なくとも 1つを整備する。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 

   福祉施設の利用者のうち、就労支援施設等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援）を利用して一般就労する人や、就労定着支援事業を利用した人の職場定着率につい

て、目標値を設定しています。 

 

《福祉施設から一般就労への移行者数》 

 

ア 課題 

・利用者にあった就職先の情報を提供出来るよう、サービス提供事業所や相談支援専門員、 

関係機関との連携強化等。 

・障害者の雇用体制が整備できておらず障害者雇用に困難を抱える事業所への支援。 

・障害者雇用に取り組む事業所への一層の情報提供と雇用義務非該当事業所への啓発。 

 

イ 本市の成果目標 

項 目  数 値 備 考 

平成28年度（2016年度）の 

一般就労移行者数 
19人 

 

【目標】 

令和2年度（2020年度）の 

一般就労への移行者数 

29人 
平成28年度（2016年度）の 

移行者数の1.5倍以上 

 

ウ 実績 

項 目  数 値 備 考 

令和２年度（2020年度）の 

一般就労移行者数 
26人  

 

参考本市の一般就労移行者実績数の推移 

 平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

一般就労移行者実績数 30人 31人 26人 

うち市内の就労移行支援事業所

利用者一般就労移行者実績数 
４人 ８人 ９人 

 

 

【基本指針に定める目標値】 

  令和 2 年度（2020 年度）中の一般就労への移行者数を、平成 28 年度（2016 年度）

の移行者数の 1.5倍以上とする。 
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《就労移行支援事業の利用者数》 

 

ア 課題 

・就労移行支援事業所と各関係機関との連携強化等。 

 

イ 本市の成果目標 

項 目 数 値 備 考 

平成28年度（2016年度）末の 

就労移行支援事業の利用者数 
39人  

【目標】 

令和2年度（2020年度）末の 

就労移行支援事業の利用者数 

47人 
平成28年度（2016年度）末から 

2割以上増加 

 

ウ 実績 

項 目 数 値 備 考 

令和２年度（2020年度）末の 

就労移行支援事業の利用者数 
45人  

 

参考本市の就労移行支援事業所利用者数の推移        

    各年 3月 31日現在 

 

 

 平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

就労移行支援事業所利用者数 44人 44人 45人 

【基本指針に定める目標値】 

  就労移行支援事業の利用者数について、令和2年度（2020年度）末における利用者数

が平成 28年度（2016年度）末の利用者数から 2割以上増加する。 
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《就労移行支援事業所ごとの就労移行率》 

 

ア 課題 

 ・就労移行支援の利用促進。 

 ・事業所間で就労移行率の差が大きく、事業所毎の課題把握。 

 

イ 本市の成果目標 

項 目 数 値 備 考 

【目標】 

就労移行率が3割以上の事業所の 

割合 

５割 

就労移行支援事業所のうち、就労 

移行率が3割以上の事業所を全体の

5割以上 

 

ウ 実績 

項 目 数 値 備 考 

就労移行率が3割以上の事業所の 

割合 
６割 

市内就労移行支援事業所5事業所の

うち３事業所が就労移行率3割以上 

 

  《就労定着支援事業所による支援開始時点から 1年後の職場定着率》 

 

ア 本市の成果目標 

項 目 数 値 備 考 

【目標】 

令和2年度（2020年度）における職

場定着率 

8割 

令和元年度（2019年度）に就労定着

支援の利用を開始した者のうち、1年

後に職場定着している者の割合が8

割以上 

 

イ 実績 

項 目 数 値 備 考 

就労定着支援を令和元年度（2019

年度）中に利用開始した者のうち、1

年後も継続して職場定着している者

の割合 

9割 

市内の就労定着支援事業所を利用し

た者のうち、1年後に職場定着してい

る者の割合は８割 

 

 

【基本指針に定める目標値】 

  就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3 割以上の事業所を全体の 5 割以上とす

る。 

【基本指針に定める目標値】 

  就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1年後の職場定着率を8割以上とす

る。 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

   

《児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築》 

 

ア 課題 

・令和３年（2021年）４月から児童発達支援センターあおぞら園の運営に指定管理者制度 

を導入し、本市の障害児支援の中核的な施設としての機能強化を図っていく。 

・児童発達支援センターあおぞら園、障害児通所支援事業所、発達支援室の連携を強化し、 

更なる障害児支援の提供体制の整備を行っていく必要がある。 

・地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進し、地域支援機能を強化していく必要 

がある。 

  

イ 実績 

・児童発達支援センターは市内にあおぞら園１カ所である。 

・令和３年（2021年）４月から児童発達支援センターあおぞら園が指定管理者に運営移行 

し、児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援の３事業を実施していく。 

 

《保育所等訪問支援を利用できる体制の構築》 

 

ア 課題 

 ・保育所等訪問支援を実施する事業所は、あおぞら園を含めて市内の事業所では２箇所で行 

っているが、この事業の実施においては、訪問先（幼稚園・保育園・認定こども園・小中学校 

等）の理解と協力が不可欠であり、事業の周知が必要である。 

  

イ 実績 

 ・保育所等訪問支援を実施する事業所は、２箇所である。 

 ・児童発達支援センターあおぞら園における実績 

  ・実利用児数 ２人（内訳：幼稚園  ２人） 

  ・延べ児童数 17人 

 

 

 

 

【基本指針に定める目標値】 

  令和 2 年度（2020 年度）末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも 1

箇所以上設置する。 

 

【基本指針に定める目標値】 

  令和 2 年度（2020 年度）末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用

できる体制を構築する。 
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《重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス 

事業所の確保》 

 

ア 課題 

・医療的ケア児の受入れが可能な事業所の確保等に課題があり、地域のニーズに対応で   

きるよう、支援体制の充実を図る必要がある。 

  

イ 実績 

・児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、児童の状況に応じて、市内に重症心身 

障害児の受入れ、対応を個別に行っている事業所がある。 

 

《医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置》 

 

ア 課題 

 ・令和元年度（2019年度）より「鎌倉市発達支援システム推進協議会」を医療的ケア児の協 

議の場として位置付けた。当該会議において具体的にどのような課題について協議してい 

くのかを検討していく必要がある。 

  

イ 実績 

  ・令和元年度（2019年度） 1回実施 

   本市における医療的ケア児の実態把握と情報共有について 

  ・令和 2年度（2020年度） 未実施 

【基本指針に定める目標値】 

  令和2年度（2020年度）末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも 1箇所以上確保する。 

 

 

【基本指針に定める目標値】 

  医療的ケアを必要とする児童が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度（2018

年度）末までに各市町村において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関等が連

携を図るための協議の場を設ける。 
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２ 障害福祉サービス等の実施状況 

（１）訪問系サービス                          見込量及び一月（各年度の 3月）当たりの実績 

事業名 
令和２年度（2020年度） 

計画対比 
見込量 実績 

居宅介護等訪問サービス（①～⑤） 
6,930時間/月 6,566.3時間/月 94.8％ 

284人/月 252人/月 88.7％ 

① 居宅介護 
4,600時間/月 3,791.8時間/月 82.4％ 

200人/月 176人/月 88.0％ 

② 重度訪問介護 
600時間/月 1,268.5時間/月 211.4％ 

４人/月 ８人/月 200.0％ 

③ 同行援護 
1,250時間/月 934時間/月 74.7％ 

50人/月 39人/月 78.0％ 

④ 行動援護 
480時間/月 572時間/月 119.2％ 

30人/月 29人/月 96.7％ 

⑤ 重度障害者等包括支援 
0時間/月 0時間/月 0.0％ 

0人/月 0人/月 0.0％ 

 

参考本市の訪問系サービス種類別事業者数 

●居宅介護事業所：32箇所     ●同行援護事業所：10箇所 

●行動援護事業所： 3 箇所     ●重度障害者等包括支援：０箇所 

●重度訪問介護事業所：28箇所 

※ 令和２年度（2020年度）は提供実績なし。上記の実績は、市外の事業所になります。 

（令和３年（2021年）4月現在の「障害福祉情報サービスかながわ」によります。） 

 

（２）日中活動系サービス                 見込量及び一月（各年度の 3月）当たりの実績 

見込量 延人日/月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

実績 人日：1か月当たりの延べ利用日数 

事業名 
令和２年度（2020年度） 

計画対比 
見込量 実績 

① 生活介護 
7,500延人日/月 7,294人日/月 97.3％ 

375人/月 376人/月 100.3％ 

② 自立訓練 

機能訓練 
45延人日/月 23人日/月 51.1％ 

3人/月 １人/月 33.3％ 

生活訓練 
330延人日/月 202人日/月 61.2％ 

33人/月 24人/月 72.7％ 

③ 就労移行支援 
1,785延人日/月 816人日/月 45.7％ 

105人/月 45人/月 42.9％ 

④ 就労継続支援 

A型 
1,240延人日/月 705人日/月 56.9％ 

62人/月 35人/月 56.5％ 

B型 
4,350延人日/月 4,231人日/月 97.3.％ 

290人/月 263人/月 90.7％ 

⑤ 就労定着支援  20人/月 22人/月 100.1％ 
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事業名 
令和２年度（2020年度） 

計画対比 
見込量 実績 

⑥ 療養介護 20人/月 17人/月 85.0％ 

⑦短期入所 

（ショートステイ） 

福祉型 
900延人日/月 325人日/月 36.1％ 

140人/月 73人/月 52.1％ 

医療型 
70延人日/月 13人日/月 18.6％ 

14人/月 １人/月 7.1％ 

合計 
970延人日/月 338人日/月 34.8％ 

154人/月 74人/月 48.1％ 

 

参考 

【サービス利用者の利用先】 

令和２年度実績数（令和３年（2021年）3月の利用者実人数）の利用先を記載しています。 

なお、利用者が複数の事業所を利用する場合、その全てでカウントしています。 

【市内事業所】 

定員数は、令和３年（2021年）4月現在の「障害福祉情報サービスかながわ」によります。 

 

●生活介護 

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：316人）】 

事業所名 定員 主たる対象 

鎌倉薫風 50人 肢体不自由、知的 

鎌倉療育医療センター小さき花の園在宅サービス支

援部 
25人 肢体不自由 

すてっぷ鎌倉ときわ 20人 身体、知的 

鎌倉清和園 50人 知的 

鎌倉由比 20人 知的 

日日クラブ 26人 知的 

障害者生活支援センター鎌倉清和 40人 肢体不自由、知的 

山崎薫風 20人 知的 

鎌倉わかみや 30人 知的 

鎌倉はまなみ 15人 知的 

わんびぃさん 20人 肢体不自由、知的 

  

 

 

  

市内の事業所利用者数 238人（身体 19人、知的 219人） 

市外の事業所利用者数 135人（身体 17人、知的 116人、精神２人） 
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●自立訓練（生活訓練） 

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：30人）】 

事業所名 定員 主たる対象 

りりぃふ 10人 精神 

トライフル鎌倉 20人 知的、精神 

 

●就労移行支援 

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：106人）】 

事業所名 定員 主たる対象 

笑ん座カフェ 

（令和３年（2021年）２月末日廃止） 
6人 知的、精神 

富士ソフト企画 就職予備校 20人 精神 

トライフル鎌倉 20人 知的 

就労サポートセンターねくすと 20人 精神 

パスセンター大船 

（令和３年（2021年３月１日指定） 
20人 特定なし 

楽しむ力！KAMAKURA 

（令和２年（2020年８月１日指定） 
20人 精神 

 

●就労継続支援 

 A型事業所  

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：72人）】 

事業所名 定員 主たる対象 

ワークセンターかまくら愛の郷 12人 肢体不自由、聴覚・言語障害、知的、精神 

Bizパートナー大船 18人 特定なし 

ピースウェーブ 15人 聴覚・言語障害、内部障害、知的、精神 

障害者雇用開発ネットワーカービー 10人 知的 

ココピアワークス鎌倉 17人 精神 

 

 

 

市内の事業所利用者数 16人（知的２人、精神 14人） 

市外の事業所利用者数 11人（知的６人、精神５人） 

市内の事業所利用者数 10人（知的１人、精神９人） 

市外の事業所利用者数 35人（知的６人、精神 29人） 

市内の事業所利用者数 20人（知的 12人、精神８人） 

市外の事業所利用者数 15人（身体 1人、知的６人、精神 8人） 
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 B型事業所  

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：308人）】 

事業所名 定員 主たる対象 

りっしん洞 20人 精神 

鎌倉薫風 10人 肢体不自由、知的 

れざみ 20人 精神 

Workshop レスカル 22人 精神 

笑ん座カフェ 20人 知的、精神 

すてっぷ鎌倉ときわ 

（令和２年（2020年）12月末日廃止） 
10人 身体、知的 

ジャックと豆の木 10人 精神 

就労継続支援（B型）事業所工房ひしめき 34人 知的 

道工房 20人 精神 

みらたね 10人 精神 

もっこす 20人 特定なし 

青い麦の家 20人 精神 

鎌倉はまなみ 10人 知的 

アトリエそらのいろ 20人 知的 

ココピアワークス鎌倉 B 20人 肢体不自由、精神 

らぱんステップ 20人 肢体不自由、知的、精神 

かまくらふれんず 10人 精神 

第二レスカル 12人 精神 

 

●就労定着支援 

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所】 

事業所名 主たる対象 

就労サポートセンターねくすと 精神 

富士ソフト企画 就職予備校 精神 

 

 

  

市内の事業所利用者数 219人（身体７人、知的 79人、精神 133人） 

市外の事業所利用者数 46人（身体１人、知的 19人、精神 26人） 

市内の事業所利用者数 ５人（知的０人、精神 5人） 

市外の事業所利用者数 17人（知的５人、精神 12人） 



68 

 

●療養介護 

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：72人）】 

事業所名 定員 主たる対象 

鎌倉療育医療センター小さき花の園 72人 特定なし 

 

●短期入所（福祉型・医療型） 

【サービス利用者の利用先（福祉型）】 

市内の事業所利用者数 56人（身体２人、知的 50人、障害児４人） 

市外の事業所利用者数 24人（身体 2人、知的 17人、精神２人、障害児３人） 

 

【市内事業所（福祉型）（定員総数：16人）】 
事業所名 定員 主たる対象者 

ショートステイパイル 8人 身体、知的、障害児 

鎌倉清和園 4人 知的 

障害者生活支援センター鎌倉清和 4人 身体、知的 

 

【サービス利用者の利用先（医療型）】 

市内の事業所利用者数 1人（障害児 1人） 

市外の事業所利用者数 ０人 

 

【市内事業所（医療型）】 
事業所名 定員 主たる対象者 

鎌倉療育医療センター小さき花の園 空床型 知的、障害児 

鈴木病院短期入所事業所 空床型 身体、知的、精神 

 

 

【共生型サービスについて】 

 神奈川県域における介護保険サービス事業所等による共生型障害福祉サービス等事業所の指定状況 

市内 県内 

0事業所 28事業所 

（資料）県障害サービス課 

 

 神奈川県域における障害福祉サービス等事業所による共生型介護保険サービス事業所の指定状況 

市内 県内 

0事業所 23事業所 

（資料）介護情報サービスかながわ                           令和３年（2021年）７月 1日現在 

  

市内の事業所利用者数 5人（身体 5人） 

市外の事業所利用者数 12人（身体 11人、知的 1人） 
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（３）居住系サービス                                 見込量及び一月（各年度の 3月）当たりの実績 

事業名 
令和２年度（2020年） 

計画対比 
見込量 実績 

① 自立生活援助  2人/月 0人/月 0.0％ 

② 共同生活援助 

（グループホーム） 

150人/月 155人/月 103.3％ 

28箇所 30箇所 107.1％ 

③ 施設入所支援 112人/月 109人/月 97.3％ 

 

参考 

【サービス利用者の利用先】 

令和２年度実績数（令和３年（2021年）3月の利用者実人数）の利用先を記載しています。 

なお、利用者が複数の事業所を利用する場合、その全てでカウントしています。 

【市内事業所】 

定員数は、令和３年（2021年）4月の「障害福祉情報サービスかながわ」によります。 

 

●共同生活援助 

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：145人）】 
事業所名 定員 主たる対象 

第一清和ホーム 7人 知的 

第二清和ホーム 4人 知的 

第三清和ホーム 4人 知的 

五所神社前レジデンス 6人 精神 

びびら 5人 精神 

虹の子ハウス「グラッシーズ」 6人 知的 

虹の子ハウス「ダンデライオン１」 2人 知的 

虹の子ハウス「ダンデライオン２」 2人 知的 

虹の子ハウス「ダンデライオン 3」 2人 知的 

かほんの丘 6人 精神 

ビーンズ 6人 精神 

グループホーム新星（女性用） 4人 知的 

グループホーム明星（男性用） 4人 知的 

グループホームエール（男性用） 6人 知的 

グループホームぽらん（女性用） 4人 知的、身体 

グループホーム第１小袋谷（男性用） 5人 知的 

グループホーム第２小袋谷（女性用） 5人 知的 

グループホーム第３小袋谷（女性用） 5人 知的 

グループホーム第４小袋谷（男性用） 5人 知的 

 

市内の事業所利用者数 89人（身体 3人、知的 63人、精神 23人） 

市外の事業所利用者数 72人（身体 3人、知的 40人、精神 29人） 
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事業所名 定員 主たる対象 

松毬（まつぼっくり）の家（男性用） 6人 知的 

木犀（もくせい）の家（女性用） 6人 知的 

木蓮の家（女性用） 5人 知的 

大手毬の家 7人 知的 

山桜の家（男性用） 5人 知的 

グループホーム・コンブリオ 4人 知的 

ケアホーム ハーゼ ８人 知的、精神 

グループホームオハナ 4人 知的 

紡ぎ舎・鎌倉 

（令和２年（2020年）６月１日指定） 
８人 知的、精神 

カードル 

令和３年（2021年）２月１日指定） 
２人 知的、精神 

 

令和３年度（2021年度）新規 

事業所名 定員 主たる対象 

ぼじぶる玉縄 

（令和３年（2021年）4月 1日指定） 
２人 知的、精神 

 

●施設入所支援 

【サービス利用者の利用先】 

市内の事業所利用者数 22人（知的 22人） 

市外の事業所利用者数 90人（身体 16人、知的 73人、精神 1人） 

 
【市内事業所（定員総数：50人）】 

事業所名 定員 主たる対象 

鎌倉清和園 50人 知的 

 

（４）相談支援                 ①見込量及び一月（各年度の 3月）当たりの実績    ②③見込量及び年間の実績 

 
令和２年度（2020年度） 

計画対比 
見込量 実績 

① 計画相談支援 260人/月 251人/月 96.5％ 

※令和２年度 

（2020年度）3月の 

計画相談支援導入者数 

－ 1,162人 － 

② 地域移行支援 ６人/年 ７人/年 116.7％ 

③ 地域定着支援 ６人/年 １人/年 16.7％ 

 

参考 

【サービス利用者の利用先】 

令和２年度実績数（令和３年（2021年）3月の利用者実人数）の利用先を記載しています。 

なお、利用者が複数の事業所を利用する場合、その全てでカウントしています。 

【市内事業所】 

定員数は、令和３年（2021年）4月の「障害福祉情報サービスかながわ」によります。 
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●計画相談支援 

【本市の相談支援事業所名及び相談支援専門員数（相談員数は令和３年（2021年）3月時点）】 

   

●地域移行支援・地域定着支援 

【市内事業所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業所名 相談員数 事業所名 相談員数 

地域生活サポートセンター とらいむ 7人 みどりの園鎌倉 1人 

キャロットサポートセンター 1人 小さき花の園 3人 

鎌倉地域支援室 6人 相談支援事業所 ひびき鎌倉山 2人 

あさひ訪問看護・介護ステーション 1人 鎌倉やまなみ相談支援事業所 1人 

ハーモニー ７人 虹の子相談支援事業所 3人 

相談支援事業所 麦の穂 2人 鎌倉市発達支援室 4人 

事業所名 主たる対象 

地域生活サポートセンター とらいむ 精神 

キャロットサポートセンター 知的 

鎌倉地域支援室 特定なし 
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３ 障害児通所支援等の実施状況 

（１）障害児通所支援                   見込量及び一月（各年度の 3月）当たりの実績 

見込量 延人日/月：月の利用見込人数×月の平均利用日数 

実績 人日：1か月当たりの延べ利用日数 

事業名 
令和２年度（2020年度） 

計画対比 
見込量 実績 

① 児童発達支援 
900延人日/月 914人日/月 101.6％ 

82人/月 88人/月 107.3％ 

②  医療型児童発達支援 
0延人日/月 0人日/月 0.0％ 

0人/月 0人/月 0.0％ 

③ 放課後等デイサービス 
3,240延人日/月 2,858人日/月 88.2％ 

270人/月 242人/月 89.6％ 

④ 保育所等訪問支援 
22延人日/月 ２人日/月 9.1％ 

11人/月 ２人/月 18.2％ 

⑤ 居宅訪問型児童発達支

援 

8延人日/月 0人日/月 0.0％ 

2人/月 0人/月 0.0％ 

 

参考 

【サービス利用者の利用先】 

令和２年度実績数（令和３年（2021年）3月の利用者実人数）の利用先を記載しています。 

なお、利用者が複数の事業所を利用する場合、その全てでカウントしています。 

【市内事業所】 

定員数は、令和３年（2021年）4月現在の「障害福祉情報サービスかながわ」によります。 

 

●児童発達支援 

【サービス利用者の利用先】 

市内の事業所利用児数 88人 

市外の事業所利用児数 30人 

 

【市内事業所（定員総数：120人）】 

 

 

  

事業所名 定員 事業所名 定員 

学びの基地 御成教室 5人 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 30人 

鎌倉発達支援室・自立の学校 10人 鎌倉こども学園「チューリップ」 10人 

湘南こども村 やまぶき 10人 
鎌倉療育医療センター小さき花の園在宅

サービス支援部 
5人 

鎌倉あけぼの園 

（令和２年（2020年）８月末日廃止） 
10人 

のびの木ゆきのした 
10人 

ADDS Kids １st鎌倉 10人 のびの木大船 10人 

コペルプラス 大船教室 

（令和２年（2020年）４月１日指定） 
10人 
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●放課後等デイサービス 

【サービス利用者の利用先】 

 

【市内事業所（定員総数：165人）】 

 

●保育所等訪問支援 
事業所名 

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園 

学びの基地 御成教室 

 

（２）障害児相談支援                                  見込量及び一月（各年度の 3月）当たりの実績 

 
令和２年度（2020年度度） 

計画対比 
見込量 実績 

障害児相談支援 80人/月 59人/月 73.8％ 

※令和２年度 

（2020年度）3月の 

計画相談支援導入者数 

－ 375人 － 

 

 参考本市の障害児相談支援事業所名及び相談支援専門員数（相談員数は令和３年（2021年）3月時点） 

  

市内の事業所利用児数 394人 

市外の事業所利用児数 91人 

事業所名 定員 事業所名 定員 

放課後等デイサービス グローブ 10人 のんびりスペース大船 10人 

れいんぼーびぃ 10人 鎌倉あけぼの園 10人 

はっぴーわん 10人 障害児活動支援センター 10人 

学びの基地 御成教室 5人 鎌倉こども学園「チューリップ」 10人 

鎌倉発達支援室・自立の学校 10人 ぐるんぱ 10人 

ｅ－キッズひろば大船 20人 ミライエ鎌倉 10人 

のびの木大船 10人 湘南こども村 やまぶき 10人 

のびの木ゆきのした 10人 
放課後デイサービス toiro大船 

（令和２年（2020年）６月１日指定） 
10人 

事業所名 相談員数 事業所名 相談員数 

地域生活サポートセンター とらいむ 7人 相談支援事業所 ひびき鎌倉山 2人 

キャロットサポートセンター 1人 鎌倉やまなみ相談支援事業所 1人 

鎌倉地域支援室 6人 虹の子相談支援事業所 3人 

ハーモニー ７人 鎌倉市発達支援室 4人 

みどりの園鎌倉 1人 ADDS Kids １st鎌倉 1人 

鎌倉療育医療センター小さき花の園 3人 
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４ 地域生活支援事業の実施状況 

（１）必須事業 

事業名 
令和２年度（2020年度） 

計画対比 
見込量 実績 

① 理解促進研修・啓発事業 実施 未実施 － 

② 自発的活動支援事業 実施 未実施 － 

③ 相談支

援事業 

障害者相談支援事業 3箇所 3箇所 100.0％ 

基幹相談支援センター等機

能強化事業 
実施 実施 － 

住宅入居等支援事業 実施 実施 － 

④ 成年後見制度利用支援事業 ２人/年 10人/年 500.0％ 

⑤ 成年後見制度法人後見支援制度 実施 未実施 － 

⑥ 意思疎

通支援

事業 

手話通訳者派遣事業 140回/年 112回/年 80.0％ 

要約筆記者派遣事業 80回/年 21回/年 26.3％ 

手話通訳者設置事業 0.5人/日 1.5人/日 300.0％ 

⑦ 日常生

活用具

給付等

事業 

介護・訓練支援用具 15件/年 １件/年 6.7％ 

自立生活支援用具 20件/年 ７件/年 35.0％ 

在宅療養等支援用具 40件/年 10件/年 25.0％ 

情報・意思疎通支援用具 40件/年 23件/年 57.5％ 

排泄管理支援用具 3,000件/年 3,578件/年 119.3％ 

居宅生活動作補助用具 ５件/年 0件/年 0.0％ 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

（養成講習修了者数） 
70人 未実施 － 

⑨ 移動支援事業 
550人 367人 66.7％ 

35,750時間/年 19,590時間/年 54.8％ 

⑩ 地域活動支援センター機能強化事業 

11箇所 11箇所 100.0％ 

250人 
179人 

（※Ⅰ型を除く） 
71.6％ 
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参考相談支援事業 令和２年度（2020年度）年間相談支援事業実績 

 

【委託相談支援（一般相談）を利用している障害児者等の実人数】      

 
身体 

障害 

重症 

心身 

障害 

知的 

障害 

精神 

障害 

発達 

障害 

高次脳 

機能 

障害 

その他 合計 

障害者 39人 １人 79人 456人 34人 ５人 17人 631人 

障害児 １人 0人 15人 ０人 ３人 0人 ３人 22人 

合 計 40人 １人 94人 456人 37人 ５人 20人 653人 

※ 障害児者の人数については、重複障害の場合、主な障害種別でカウントしています。 

 

【支援方法（延べ件数）】                     

訪問 
来所 

相談 
同行 

電話 

相談 

個別支援

会議 

関係 

機関 
その他 合計 

317件 408件 108件 3,146件 85件 1,408件 98件 5,570件 

 
【支援内容（延べ件数・重複あり）】                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 鎌倉市委託相談支援事業所（鎌倉地域支援室、キャロットサポートセンター、地域生活支援センター 

とらいむ）の月次報告の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

支援内容 件数 

福祉サービスの利用等に関する支援 1,647件 

障害や病状の理解に関する支援 1,927件 

健康・医療に関する支援 1,344件 

不安の解消・情緒安定に関する支援 1,499件 

保育･教育に関する支援 171件 

家族関係・人間関係に関する支援 1,682件 

家計・経済に関する支援 475件 

生活技術に関する支援 676件 

就労に関する支援 658件 

社会参加・余暇活動に関する支援 718件 

権利擁護に関する支援 134件 

その他 390件 

合  計 11,321件 
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参考本市の地域活動支援センター事業所 

事業所名 定員 契約者数 契約者数の内訳 

Ⅰ型 キャロットサポートセンター ※延べ利用者数：4,145人 

地域生活サポートセンターとらいむ ※延べ利用者数：3,549人 

Ⅱ型 虹の子作業所 20人 24人 知的：24人 

Ⅲ型 NPO法人スローライフ 

障害者地域活動支援センター 
10人 19人 

身体：９人 知的：３人 

精神：６人 その他：1人 

特定非営利活動法人ひがし 

鎌倉市地域活動支援センター 
12人 15人 

身体：５人 知的：1人 

精神：7人 その他：2人 

特定非営利活動法人よあけ 20人 24人 
身体：12人 知的：3人 

精神：4人  その他：４人 

地域活動支援センターひかり 10人 11人 
身体：８人 知的：1人 

精神：２人 

地域活動支援センター「ぶどうの木」 13人 13人 
身体：1人 知的：11人 

精神：1人 

地域活動支援センターⅢ型 

サンタ・ハウス 
10人 12人 

知的：10人、精神：０人 

その他：2人 

地域活動支援センター麦の穂 10人 16人 精神：16人 

倶楽部「道」 10人 45人 
身体：1人  知的：４人 

精神：40人、その他：０人 

＜地域活動支援センターについて＞ 

Ⅰ型：専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民

ボランティア育成、障害に対する理解促進をはかるための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業

を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。 

Ⅱ型：地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。 

Ⅲ型：地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね５年以上有し、安定的な運営が図られている

事業所。このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設されることもある。 

 

（２）その他実施する事業（市任意事業） 

事業名 
令和２年度（2020年度） 

計画対比 
見込量 実績 

① 訪問入浴サービス事業 400回/年 439回/年 109.8％ 

④ 日中一時支援事業 250回/年 106回/年 42.4％ 

⑤ 巡回支援専門員整備 140回/年 81回/年 57.8％ 

⑥ 点字・声の広報等発行 45回/年 34回/年 75.6％ 

⑤障害者虐待 

防止対策支援 

緊急一時保護の 

体制整備 
10日/年 ８日/年 80.0％ 

専門性の強化のための 

職員配置 
1人（専門職） 1人 100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

第５章 鎌倉市障害者福祉計画の進行管理 

 
１ 障害者福祉計画推進会議、障害者福祉計画推進委員会 
 

市では、計画の進捗状況等を把握するため、毎年度、「鎌倉市障害者福祉計画推進状況報告

書」を作成しています。 

この報告書を作る過程において、庁内においては関係課の委員で構成する「鎌倉市障害者

福祉計画推進会議」で進捗状況についての確認等を行い、分析、評価、計画の見直し等の検討

を行います。 

さらに、外部の学識経験者、関係機関、福祉団体、市民等で構成する「鎌倉市障害者福祉計

画推進委員会」でも同様に進捗状況を確認し、分析、評価、計画の見直し等の検討を行います。

実際に計画内容を見直す場合は、「鎌倉市障害者福祉計画推進委員会」で決定することとなり

ます。 

 

２ PDCAサイクル 
 

計画を見直す際の手法は、PDCAサイクルの考え方を使います。 

（１）計画（Plan） 

「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとともに、障害福祉サービスの見

込量の設定やその他確保方策等を定めます。 

（２）実行（Do） 

計画の内容を踏まえ、事業を実施します。 

（３）評価（Check） 

成果目標及び活動指標について、その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏

まえながら、障害者福祉計画の中間評価として分析・評価を行います。 

（４）改善（Act） 

中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害者福祉計画の見直し等を

実施します。 

 

３ 鎌倉市障害者支援協議会 
 

「鎌倉市障害者支援協議会」は平成 19年度（2007年度）に立ち上げられ、目的や趣旨をわ

かりやすくするために、平成28年度（2016年度）に「鎌倉市自立支援協議会」から「鎌倉市障

害者支援協議会」に名称を変更しました。 

「鎌倉市障害者支援協議会」は、地域の福祉、雇用、教育、医療等の分野、障害当事者等の委員

で構成され、地域の課題等について協議等を行い、障害福祉の増進を図るためさまざまな取組を

行っています。協議会は、こども支援部会等テーマごとの協議の場となる複数の専門部会と、そ

れを束ねる全体会から構成されています。協議会で協議をした内容で、市の施策へ反映するべき

内容については、鎌倉市障害者福祉計画推進委員会へ提言をするという役割を担っています。 



令和２年度（2020年度）　鎌倉市障害者支援協議会　組織図

鎌倉市障害者支援協議会

「障害者の地域での生活を支援するため、課題等を把握し、施策への反映や支援体制の整備等、課題解決に資する必要な事項を協議する」

鎌倉市障害者支援協議会 全体会 令和２年度（2020年度） 年２回開催

鎌倉市障害者支援協議会 運営会議

【構成委員】
⑴ 鎌倉市障害福祉課長
⑵ 鎌倉市が業務委託する相談支援事業者
⑶ 専門部会長
＊必要に応じて臨時委員を置くことができる。
＊座長及び副座長各１人を置く。

【所掌事項】
⑴ 協議会の運営に関すること。
⑵ 全体会における協議事項に関すること。
⑶ 全体会が設置するとした専門部会に関すること。

【役割】
①全体会開催前の打ち合わせ
②情報や課題の共有と交通整理
③各部会の進捗管理
④市の予算編成を見据えた協議会のスケジュール管理
⑤今後の協議会のあり方についての協議

令和２年度（2020年度） 年２回開催

～ 鎌倉市障害者基本計画の将来目標 ～

障害のある人もない人も、だれもが一生にわたり、健やかで安心して地域で暮らせるまち

【その他、全体会の役割】
会議における協議の結果、必要に応じて、市長及び事業主体等に対し提案する。

鎌倉市障害者支援協議会 事務局

【構成等】
⑴ 事務局を鎌倉市健康福祉部障害福祉課に置く。
⑵ 庶務は社会福祉法人等に委託することができる。

鎌倉市障害者支援協議会 専門部会

【構成委員】
専門部会の委員は、運営会議において選任し、必要に応じて専門部会長が選任する。
＊部会長を置く。部会長は委員の互選によって定める。

令和２年度（2020年度） 各専門部会 年２回開催

「地域生活支援拠点」検討部会

地域生活支援拠点の整備及びこれに
関連することを検討・協議する部会

「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステム」検討部会（協議の場）

「精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステム」構築及びこれに関することを検
討・協議する部会

「こどもを中心にした福祉と教育の連

携」

部会

こどもを中心に福祉と教育の連携に関

することを検討・協議する部会

作業部会・研修会等 作業部会・研修会等

【協議事項】
障害福祉事業や障害福祉サービスについて、実務上や実際上の問題や対応策について協議を行う。専門部会は、各部
会が自主的、主体的に、かつ柔軟性をもって運営することとし、取り上げるテーマについては、専門部会や作業部会を
通じて把握した課題を整理し、設定するほか、地域事例みえるか会議で抽出、整理された課題を取り扱うこととする。

【所掌事務】
⑴ 地域の課題の確認と情報の共有に関すること。
⑵ 前号で確認、共有した課題の解決に向けた協議に関すること。
⑶ 協議会の運営内容についての評価に関すること。
⑷ 専門部会の設置に関すること。
⑸ その他協議会において検討すべきとされた事項に関すること。

・上記（２）の協議及び全体会において協議、検討事項が必要と
された事項について、専門部会に協議を依頼し、全体会へ
報告を求める。

【構成委員】
⑴ 医療関係者
⑵ 福祉に関係を有する団体の関係者

⑶ 就労に関係を有する団体の関係者
⑷ 学識経験を有する者
⑸ 関係行政機関及び関係教育機関の職員
⑹ 障害者等及びその家族
⑺ その他、市長が必要と認める者。

＊任期は２年以内とし、満了日は委嘱を行った年度の

翌年度末日とする。

＊会長及び副会長各１人を置く。会長及び副会長は

委員の互選によって定める。

地域事例みえるか会議

【構成委員】
⑴ 鎌倉市が業務委託する相談支援事業者
⑵ 鎌倉市障害福祉課
⑶ 鎌倉市基幹相談支援センター
【役割】
①地域課題を個別事例から抽出、整理し、「みえる化」する。
②抽出、整理した地域課題を、協議のテーマ案として、
全体会（運営会議）及び専門部会に示す。

令和２年度（2020年度） 随時開催



平和都市宣言 

 

われわれは、 

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 

ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

昭和３３年８月１０日 

鎌倉市 

 

 

鎌倉市民憲章 

 

制定 昭和４８年１１月３日 

前 文 

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、 

わたくしたち市民のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわた

くしたちは、平和を信条とし、世界の国々との友好に努めるとともに、わたく

したちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展すること

を願い、ここに市民憲章を定めます。 

 

本 文 

１  わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、 

住民自治を確立します。 

１  わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・ 

文化・福祉の充実に努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、 

責任をもってこれを後世に伝えます。 

１  わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまち 

づくりに努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に 

良識と善意をもって接します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  

 

令和２年度（2020年度） 

鎌倉市障害者福祉計画推進状況報告書 
第 3期鎌倉市障害者基本計画 

（平成 30年度（2018年度）～令和 5年度（2023年度）） 

  第 5期鎌倉市障害福祉サービス計画 

（平成 30年度（2018年度）～令和 2年度（2020年度）） 

 

 
令和４年（2022年）２月 

 
発行：鎌倉市 

編集：健康福祉部 障害福祉課 
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